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Ⅱ 質疑応答編 

第１ 税制上の措置 

１ 大震災の被災者に対する税制上の措置 

問 東日本大震災により資産に損害を受けた方に対する税制上の措置にはどのようなものがあ

りますか。 

(答) 

東日本大震災(平成23年３月11日において発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子

力発電所の事故による災害をいいます。以下「大震災」といいます。)により資産に損害を受けた

個人の方に対する税制上の措置の主なものは次のものがあります。 

(1) 所得税の減免措置

イ 所得税の雑損控除及び災害減免法の税金の軽減免除の適用

詳細は、前記Ⅰ第１の１のとおりです。

ロ 震災特例法による大震災の被災者に係る税制上の特例措置の適用

震災特例法による被災者に係る所得税関係の特例措置には、以下のものがあります。

詳細は、前記Ⅰ第１の３のとおりです。

① 雑損控除の特例

② 雑損失の繰越控除の特例

③ 災害被災者に対する所得税の減免の特例

④ 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等

⑤ 純損失の繰越控除の特例

⑥ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間に係る特例

⑦ 被災代替資産等の特別償却

⑧ 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

(2) 納税の猶予

詳細は、前記Ⅰ第３のとおりです。

(3) 申告・納付などの期限の延長

詳細は、前記Ⅰ第４のとおりです。

【法令等】 

所法 72、震災特例法２、前記Ⅰを引用したものについては引用元参照 
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２ 申告期限の延長等 

 

問 個人の納税者において期限が延長されるものにはどのようなものがありますか。 

 

(答) 

次のような期限が延長されます。 

(1) 所得税・消費税の申告(中間申告を含む。)及び納付期限 

(2) 予定納税の納付期限・減額承認申請期限 

(3) 法定調書の提出期限 

(4) 源泉所得税の納付期限 

(5) 青色申告承認申請書の提出期限 

(6) 更正の請求期限                    など 

 

【法令等】 

通法 11 

 

 

３ 青色申告承認申請書の提出期限 

 

問 平成 23 年分から青色申告をしようとする場合、青色申告承認申請書はいつまでに提出できま

すか。 

 

(答) 

 青色申告をしようとする方は、開業等の場合を除き、青色申告を始めようとする年の３月 15 日

までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することになっています。 

 ところで、大震災により、国税に関する申告・納付などの期限が地域指定又は個別指定により

延長される場合には、この青色申告承認申請書の提出期限も同様に延長されることになります。 

 したがって、地域指定又は個別指定により延長された期限が、青色申告承認申請書の提出期限

になります。 

(注) 青色申告をする方は、日々の取引の状況を記録し、また、取引に伴って作成したり受け取っ

たりした書類を保存する必要があります。 

 

【法令等】 

 通法 11、所法 144 
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４ 指定地域外へ転出 

 

問 大震災により住所地を含む地域が申告・納付等の期限の延長される地域として指定されまし

たが、現在は、転居をして、その指定地域外に居住しています。この場合、申告期限等の延長

は受けられますか。 

 

(答) 

 国税通則法に規定する地域指定により延長される申告・納付等の期限は、指定地域内に納税地

がある国税に関するものに限られるため、例えば、納税者の方が指定地域外へ転出された場合に

は、転出後に到来する申告・納付等の期限については、地域指定による期限延長の適用はないこ

とになります。 

 しかし、このような場合には、個別指定の申告・納付等の期限の延長を受けることができます。 

(注) 一時的に指定地域外に避難しているような場合には、引き続き指定地域に住所があるものと

考えられます。 

 

 【指定地域内から指定地域外に納税地が異動した場合】 

    

震災発生日  所得税申告等期限        消費税申告等期限 

３/11    ３/15           ３／31      期日 

 

 

 

 
 

        地域指定による延長 

        個別指定による延長 

 

 

(注) 納税地が転出時点まで指定地域にあることから転出前に到来する期限は転出時点まで延長されますが、

転出後に到来する期限は、国税庁告示でいう「指定地域に納税地を有する者に係るもの」に当たらないた

め、指定地域による期限延長の対象とはなりません。 

 

 

転 出 
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５ 申告期限の延長等(具体的な手続き) 

 

問 個別指定の期限延長を受けたいのですが、具体的な手続きを教えてください。 

 

(答) 

 納税地を管轄する税務署長に対し、「災害等のやんだ日」から相当の期間内に「災害による申告、

納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日

から２か月以内)まで期限が延長されます。 

(注) 所得税の申告等については、「所得税の申告等の期限延長申請書」を使用しても差し支えあ

りません。 

 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、「大震災により被害を受けたため、申告書の

提出期限及び納付期限の延長を申請する。」旨を申告書に付記していただいても結構です。 

 

【法令等】 

 通法 11、通令３② 
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６ 災害等のやんだ日 

 

問 「災害等のやんだ日」とは、いつをいうのですか。 

 

(答) 

 「災害等のやんだ日」とは、申請する方に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個

別指定の期限延長の申請をした方が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認

められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、次のような日をいいます。 

(1) 災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に

着手できる状態になった日 

(2) 交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日 

 

【法令等】 

通法 11 
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７ 所得税法の雑損控除と災害減免法の税金の軽減免除の比較 

 

問 所得税法における雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除措置はどちらを選択するこ

とが有利ですか。 

 

(答) 

各制度の詳細は、前記Ⅰ第１の１のとおりです。 

 

所得税法における雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除措置の各制度について、いずれ

を選択し適用することが有利であるかは、被災された方の所得の状況や損失の状況等により異な

ります。 

 

【法令等】 

 所法 72、災免法２ 
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第２ 雑損控除(共通) 

 

１ 雑損控除の対象となる資産 

 

問 どのような資産について災害により損害を受けた場合に雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

１ 雑損控除の対象となる資産は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する

生活に通常必要な資産です。 

生活に通常必要な資産とは、例えば、次に掲げる資産をいいます。 

(1) 住宅(次の２(2)に該当するものを除きます。) 

(2) 家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置などで、下の２(3)に該当するものを除きます。) 

(3) 車両(専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合的に勘案して、生

活に通常必要な資産と認められるものに限ります。) 

 

２ なお、次に掲げる資産(生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産)は、この対象から除

かれています。 

(1) 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供される

ものを除きます｡)その他射こう的行為の手段となる動産 

(2) 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、

保養又は鑑賞の目的で所有する不動産 

(3) 生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないもの 

(注) 生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないものとは、生活に通

常必要でない動産のほか、生活に通常必要な動産のうち１個又は１組の価額が 30 万円を

超える貴金属、書画、骨とう及び美術工芸品をいいます。 

(4) 棚卸資産 

(5) 事業の用に供される固定資産 

(6) 繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分 

(7) 山林 

 

 【法令等】 

所法 51①③、70③、72①、所令 25、140、178①一、二、三、所基通 72－１ 
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２ 雑損控除の対象となる資産(現金) 

 

問 津波により現金が流出しましたが、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。 

現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象

となる資産に該当します。 

なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の

金額の計算上必要経費に算入されます。 

 

 

【法令等】 

 所法 51、72① 

 

 

３ 雑損控除の対象となる資産(自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅) 

 

問 私と生計を一にする親族が所有する住宅について大震災により生じた損失の金額は、雑損

控除の対象となりますか。 

 

(答) 

雑損控除の対象となる資産には、自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の総

所得金額等が 38 万円以下の方が所有する資産も含まれます。 

(注) 大震災により生じた損失の額を平成 22 年に生じたものとして雑損控除を受ける場合の対象

となる親族は、平成 22 年の総所得金額等が 38 万円以下の方となります。 

 

【法令等】 

 所法 72、震災特例令２① 
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４ 雑損控除の対象となる資産(車両) 

 

問 車両について津波により生じた損失の金額は、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。通勤等に使用

する自家用車については、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その自家用車

の損失の金額は雑損控除の対象となります。 

自家用車が、生活に通常必要である資産に当たるかどうかの判断は、その保有目的、使用状況

等を総合勘案して判断することになります。 

したがって、専ら趣味娯楽のために所有する自動車は、生活に通常必要な資産として認められ

ませんので、その損失の金額は雑損控除の対象となりません。 

また､事業の用に供していた車両について生じた損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経

費に算入することになりますので、雑損控除の対象とはなりません。 

 

 

【法令等】 

 所法 51、72 
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５ 雑損控除の対象となる資産(別荘) 

 

問 別荘について津波により生じた損失の金額は、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

 雑損控除の対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。 

別荘は、生活に通常必要でない資産であることから、その金額は雑損控除の対象とはなりませ

ん。 

なお、生活に通常必要でない資産について災害により受けた損失の金額は、その損失を受けた

日の属する年分又はその翌年分の総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除することができますが、

土地建物等や株式等の分離課税の譲渡所得からは控除できません。 

 

【法令等】 

 所法 62、72、所令 178 

 

○ 棚卸資産・事業用固定資産を除く資産に係る損失について 

資    産    区    分 具  体  例  等 雑損控除 

不 

動 

産 
 

居住の用に供する不動産 住宅、その住宅の敷地 ○ 

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞

の目的で所有する不動産 

別荘等 

(所令 178①二) 

× 

(※２) 

業務の用に供する不動産 貸家、その貸家の敷地 
○ 

(※１) 

動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産 

生 活 の

用 に 供

す る 動

産 

生活に通常必

要な動産 

生活用動

産 

家具、什器、衣服、１個又

は１組の価額が 30 万円以

下の貴金属、美術品等 

(所法９①九、所令 25) 

○ 

その他 １個 又は １ 組の 価額 が

30万円超の貴金属、美術品等  

(所令 25、178①三) 

× 

(※２) 

生活に通常必要でない 

動産 

主にレジャー用の車 

(所令 178①三) 

× 

(※２) 

生 活 の

用 以 外

の動産 

競走馬その他射こう的行

為の手段となる動産 

競走馬 

(所令 178①一) 
× 

(※２) 

※１ 業務用資産(事業用を除きます。)に係る損失は、不動産所得の金額又は雑所得の金額

の計算上必要経費に算入することもできます(所法 51④)。 

※２ 災害等による損失は、その年分又はその翌年分の総合課税の譲渡所得の金額から控除

することになります(所法 62)が、土地建物等や株式等の分離課税の譲渡所得からは控除

できません。 
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６ 雑損控除の対象となる資産(店舗併用住宅) 

 

問 店舗併用住宅(１階店舗・２階住宅)について、大震災により生じた損失の金額は、雑損控

除の対象となりますか。 

 

(答) 

 雑損控除の対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。 

ご質問の店舗併用住宅の場合、住宅は生活に通常必要な資産であることから、住宅部分に係る

損失の金額については、雑損控除の対象となります。 

 店舗は事業用の固定資産であることから、店舗部分に係る損失は事業所得の金額の計算上必要

経費に算入することになりますので、雑損控除の対象とはなりません。 

 

【法令等】 

 所法 51①、72① 

 

 

７ 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地) 

 

問 津波により、住宅が流出するとともに、その敷地(宅地)に泥が滞留しました。滞留した泥

を除去する費用は、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

雑損控除の対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。 

 住宅の敷地である宅地は、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は、雑損控

除の対象となります。 

 雑損控除の対象となる損失額には、災害のやんだ日の翌日から１年以内にした次の災害関連支

出も含まれますので、ご質問の泥を除去するための費用は、雑損控除の対象となります。 

① 再び宅地として使用するために、滞留した泥を除去するための支出 

② 宅地としての原状回復のための支出 

(注) 大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、その災害のやんだ日から１

年を超え同日から３年を経過した日の前日までに支出したものは、災害関連支出として雑損

控除の対象となります。なお、東日本大震災は、大規模な災害の場合に該当します。 

 

 

【法令等】 

 所法 72、所令 206①、災免法２ 

 

平成 23年 12月 27日改訂 

42 
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８ 雑損控除の対象となる資産(住宅用土地の評価損) 

 

問 津波被害により宅地の評価額が下落しました。この宅地について生じた評価損の雑損控除の

対象となりますか。 

 

(答) 

 雑損控除の対象は、生活に通常必要な資産ですので、宅地もその対象となります。 

 雑損控除の対象となる損害の金額とは、物理的被害が生じその損失が実現している場合におけ

る損失の金額と解されています。したがって、例えば、災害により土地の立地条件が変化したこ

とによりその土地の評価額が下落した場合の評価額の損失については、その下落した時点では未

実現の損失であることから、雑損控除の対象となる損失の金額には含まれません。 

 大震災により被害を受けた宅地に関しては、例えば、大震災の影響で地盤沈下したことから、

宅地であった土地が海面下のまま原状回復できないことが確定するなど、土地の価値が失われた

（滅失した）ときの損失の金額は、雑損控除の対象となります。 

 

【法令等】 

所法 62①、70③、72①、所令 206③ 
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９ 雑損控除の対象となる資産(業務の用に供する貸付不動産) 

 

問 アパート１棟を貸し付けて不動産収入を得ていましたが、大震災によりその一部が損壊しま

した。この場合、このアパートについて生じた損失は雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

不動産所得を生ずべき「事業」とはいえない「業務」の用に供される貸付不動産について、災

害による損失が生じた場合には、その損失額は雑損控除の対象となりますが、その損失額の全て

を不動産所得の金額の計算上の必要経費に算入することも認められます。 

したがって、事業以外の業務の用に供される資産(以下「業務用資産」といいます。)の損失に

ついては、 

① 雑損控除額の計算の基礎となる損失の金額は時価で計算した金額であること 

② 雑損控除額の計算上、所得金額の合計額の 10％相当額などの適用下限額があること 

③ 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される損失の金額は、取得費等を基礎として計算

し、不動産所得の金額又は雑所得の金額を限度とすること 

などを考慮し、雑損控除を適用するか不動産所得の金額の計算上必要経費に算入するかについて、

いずれか有利な方を選択することができます。 

業務用資産の資産本体の損失金額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入している場合に

は、原状回復費用(資本的支出部分を除きます。)も必要経費に算入することになり、雑損控除の

適用を受けている場合には、災害関連支出の金額も雑損控除の対象とされることとなります。し

たがって、その後に支出するアパートに係る修繕費の金額は、不動産所得の金額の計算上必要経

費に算入することはできません。 

また、雑損控除の適用を受ける場合は、住宅について、損失額の合理的な計算方法による計算

が認められていることから、住宅用に貸し付けられているアパートの損失額についても損失額の

合理的な計算方法により計算して差し支えありません。ただし、業務用資産であることから、損

失額の合理的な計算方法の減価償却費の計算における耐用年数については、通常の耐用年数とな

ります。 

(注) アパートの貸付けが事業的な規模により行われているかどうかは、社会通念上事業と称する

に至る程度の規模で行われているかどうかにより判定しますが、その判定が困難な場合は、お

おむね 10室貸し付けている場合は事業的な規模の貸付けと考えます。 

 

【法令等】 

所法 51④、72、所基通 26－９ 

 

平成 23年 12月 27日改訂 
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10 適用対象者(非居住者) 

 

問 雑損控除は、非居住者にも適用がありますか。 

 

(答) 

 所得税法では、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き１年以上「居所」を

有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」といいます。 

総合課税の対象となる国内源泉所得を有する非居住者については、国内にある資産について生

じた損失について雑損控除の対象となります。したがって、大震災によりその者の生活に通常必

要な資産につき生じた損失の金額は、雑損控除の対象となります。 

  

【法令等】 

 所法 165、所令 292①十六 

 

 

11 災害関連支出の意義 

 

問 災害関連支出の金額とは、どのような支出をいいますか。 

 

(答) 

災害関連支出とは、次のようなものをいいます。 

(1) 災害により滅失又は損壊した住宅や家財などの取壊し又は除去するための費用 

(2) 被災資産を使用できるようにするために、その災害がやんだ日の翌日から１年を経過する日

までに支出した次のようなもの 

① 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 

② 原状回復のための支出(被災資産の損失の金額に相当する部分を除きます。) 

③ 損壊防止のための支出 

 (注) 大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、その災害のやんだ日から

１年を超え同日から３年を経過した日の前日までに支出したものは、災害関連支出として

雑損控除の対象となります。なお、東日本大震災は、大規模な災害の場合に該当します。 

(3) 災害により住宅などに現に被害が生じ、その被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を

講ずるための支出 等 

 

【法令等】 

 所法 72①一、所令 206①②、所基通 72－６ 

 

平成 23年 12月 27日改訂 
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12 災害関連支出(住宅の修繕費用) 

 

問 住宅の一部が大震災により被害を受けたため修繕を行いました。 

この費用は、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

 住宅は、生活に通常必要な資産であることから、その損失の金額は雑損控除の対象となります。 

原状回復のための支出も災害関連支出として損失の金額に含まれますので、大震災により被害

を受けた住宅等について行う原状回復のための修繕費用は雑損控除の対象となります。 

なお、大震災により被害を受けた住宅等の修繕費用のうち、被災直前よりその資産の価値を高

め、その耐久性を増すための支出(「資本的支出」といいます。)と認められる部分については、

雑損控除の対象となる損失の金額には含まれません。 

原状回復部分と資本的支出部分との区分が困難な部分がある場合、その金額の 30％に相当する

額を原状回復のための支出の部分の額とし、残余の額(70％に相当する金額)を資本的支出の部分

の額とすることができます。 

(注) これにより計算された原状回復のための支出の部分の額のうち、損壊した資産の損失の金額

に相当する部分は災害関連支出に含まれません。 

 

【法令等】 

 所令 206、所基通 72－３ 

 

【計算例】 

被災直前の時価                      ： 100(Ａ) 

被災直後の時価                      ： 60(Ｂ) 

    雑損控除の対象となる損失額  100(Ａ)－60(Ｂ) ＝ 40 

住宅等の修繕のための費用  

(原状回復部分と資本的支出部分との区分困難)   ：  300(Ｃ) 

     原状回復のための支出の部分の額   300(Ｃ)×30％ ＝  90 

     資本的支出のための部分の額       300(Ｃ)×70％ ＝ 210 

     雑損控除の対象となる損失額  ：  90 

 

Ａ被災直前の時価(100) 

Ｂ被災直後の時価(60) 

原状回復部分(90) 

(30％) 

資本的支出部分(210) 

(70％) 

 
                       
                                  災害関連支出 50(90－40) 
 
 

                      Ｃ修繕費用 300 

 

損失額(40) 
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13 災害関連支出(修繕費の区分) 

 

問 住宅の瓦屋根が大震災により被害を受けたため修繕を行いました。 

この修繕においては、瓦屋根の葺き替えのほか、壁についてもより強度のあるものに取り

替えるなどの工事も併せて行いました。これらの費用について、原状回復のための支出の部

分の額と資本的支出の部分の額に区分できない場合の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

１ 大震災により損壊した資産について支出する金額のうち、次に掲げる金額は資本的支出とし

て、その資産の取得価額に加算され、その他の金額については原状回復のための支出として雑

損控除の対象となります。 

① その支出により、その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をする

ものとした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額 

② その支出により、その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をする

ものとした場合に予測されるその支出の時におけるその資産の価額を増加させる部分に対応

する金額 

 

２ 大震災により損壊した資産について支出した金額で、その金額のうち上記の資本的支出の部

分の額を区分することが困難なものについては、その金額の 30％に相当する額を原状回復のた

めの支出の部分の額とし、残余の額(70％に相当する額)を資本的支出の部分の額とすることが

できます。 

(注) 上記により計算された原状回復のための支出の部分の額のうち、損壊した資産の損失の金

額に相当する部分は災害関連支出に含まれません(前問参照)。 

 

 

【法令等】 

 所法 72、所令 181、206①二ロかっこ書、所基通 72－３ 
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14 災害関連支出(損失額の合理的な計算方法による計算の取扱い) 

 

問 損失額の合理的な計算方法により損失額を計算している場合において、その被災資産の修

繕費(原状回復費用)を支出しましたが、支出した修繕費の全額が、災害関連支出として雑損

控除の対象となりますか。 

 

(答) 

 雑損控除の対象となる損失額は、その被災直前の価額を基に計算した被災資産の損失額に災害

関連支出を加算した金額です。 

また、原状回復費用は災害関連支出となりますが、その費用の額のうちにその損失額に相当す

る部分を除くこととされています。 

 雑損控除の対象となる資産について合理的な計算方法により計算される損失額は、その被災直

前のその資産の価額を基礎として計算した損失額に相当する部分となります。 

したがって、修繕費（原状回復費用）のうち、損失額の合理的な計算方法で計算された損失額

を上回る部分の金額が、雑損控除の対象となる災害関連支出となります。 

 

 

 

被災直前の時価 

被災直後の時価 

修繕費用 

(原状回復費用) 

 

 

 

 

 

 

【法令等】 

 所令 206 

 

平成 23年５月 13日改訂 

「損失額の合理的な計算方法」の

計算対象 

修繕費用のうち「災害関連支出」

に該当する部分 
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15 災害関連支出(墓石等の復旧費用) 

 

問 墓石が大震災により倒れたことから、元に戻すための修繕を行いました。これに要した費

用は、雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

墓石については、生活に通常必要な資産と解されることから、大震災により倒れた墓石の原状

回復費用は、雑損控除の対象となります。 

    

【法令等】 

 所法 72、所令 206 



16 災害関連支出(住宅の取壊し費用・地盛り費用・住宅の建設費用) 

 

問 大震災により宅地が沈下し住宅が倒壊したため、その倒壊した住宅を取り壊すとともに、

宅地について土盛りし原状回復した上で、住宅を新築しました。 

この場合、雑損控除の取扱いはどうなりますか。 

 

(答) 

 ご質問の場合の雑損控除の取扱いについては、次のようになります。 

① 住宅の損壊については、その住宅の被災直前の時価と被災直後の時価との差額を住宅本体の

損失額として雑損控除の計算をします。 

  (注) 住宅が倒壊していることから、損失額を計算することが困難な場合には、損失額の合

理的な計算方法によって損失額を計算することができます。 

  また、大震災により滅失した住宅、家財を除去するための費用を支出した場合には、その支

出は災害関連支出に該当し、雑損控除の対象となります。 

② 宅地の地盤の沈下については、その宅地の被災直前の時価と被災直後の時価との差額が宅地

本体の損失額として雑損控除の対象となります。この場合、沈下した宅地について土盛りをす

るなど被災直前の状態に戻すために要する費用の額をもって宅地の損失額として差し支えあり

ません。また、沈下した宅地について土盛りをするなど被災直前の状態に戻すために、実際に

原状回復のための支出をした場合には、その支出をした日の属する年分において、その支出を

した金額から前記の宅地の損失額とした金額を控除した金額が、宅地に係る災害関連支出の金

額として雑損控除の対象となります。 

  なお、宅地本体の損失額を雑損控除の対象とすることに代えて、沈下した宅地に係る原状回

復のための支出をした金額について、その支出をした日の属する年分において、その支出した

金額の全額を、宅地に係る災害関連支出の金額として雑損控除の計算をしても差し支えありま

せん。 

 (注) 大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、その災害のやんだ日から

３年を経過した日の前日までに支出したものは、災害関連支出として雑損控除の対象とな

ります。なお、東日本大震災は、大規模な災害の場合に該当します。 

③ 住宅の新築費用は、雑損控除の対象とはなりません。 

 

【法令等】 

所法 72、所令 206、所基通 70－６、72－６ 

 

平成 23年 12月 27日改訂 

 

49-2 



17 災害関連支出(液状化による損失の原状回復費用) 

 

問 大震災により宅地が液状化したことから、原状回復措置として土を盛り固めるとともに地

盤の強化工事を行いました。 

この費用は雑損控除の対象となりますか。 

なお、住宅については主要構造部分の被害は小規模なものでしたが、相当な修繕費の支出

を要する被害でした。 

 

(答) 

 宅地は生活に通常必要な資産であることから、大震災により損害を受けたときは、その損失額

は雑損控除の対象となります。 

 宅地の損失額については、その宅地の被災直前の時価と被災直後の時価との差額となります。

この場合、液状化した土を盛り固めるとともに地盤の強化を行うなど被災直前の状態に戻すため

に要する費用の額をもって宅地の損失額として差し支えありません。また、液状化した土を盛り

固めるとともに地盤の強化を行うなど被災直前の状態にもどすために、実際に原状回復のための

支出をした場合には、その支出をした日の属する年分において、その支出をした金額から前記の

宅地の損失額とした金額を控除した金額が、宅地に係る災害関連支出として雑損控除の対象とな

ります。 

 なお、宅地本体の損失額を雑損控除の対象とすることに代えて、液状化した宅地に係る原状回

復のための支出をした金額について、その支出をした日の属する年分において、その支出した金

額の全額を、宅地に係る災害関連支出の金額として雑損控除の計算をしても差し支えありません。 

(注) 大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、その災害のやんだ日から３

年を経過した日の前日までに支出したものは、災害関連支出として雑損控除の対象となりま

す。なお、東日本大震災は、大規模な災害の場合に該当します。 

 また、家屋の損失額については、その家屋の被災直前の時価と被災直後の時価との差額となり

ますが、住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達していないものの相当の復旧費用を要する被

害を受けたような場合で、損失額を計算することが困難なときには、損失額の合理的な計算方法

によって損失額を計算することができます。 

 

【法令等】 

所法 72、所令 206 

 

平成 23年 12月 27日改訂 
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18 災害関連支出(家財の搬出費用・アパートの家賃) 

 

問 被災した住宅の修繕に時間がかかるため、一時的にアパートを賃借し、使用可能な家財を

移しました。 

この場合の、アパートの家賃及び家財の搬出費用は、災害関連支出として雑損控除の対象

になりますか。 

 

(答) 

被災直後の状態では住宅が倒壊等するおそれがあり、それに伴い家財に被害を受ける可能性が

高い場合に、家財の被害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずる支出と認め

られる場合の家財の搬出費用は、雑損控除の対象となる災害関連支出となります。 

ただし、ご質問の家賃や搬出費用はこれに該当しないことから、雑損控除の対象になりません。 

 

【法令等】 

 所令 206 

 

 

19 災害関連支出(宿泊費用) 

 

問 大震災により交通手段が遮断され、自宅から勤務先に通勤することができなくなったため、

会社近くのホテルを一時利用しました。 

この宿泊費用は雑損控除の対象となりますか。 

 

(答) 

ホテルの宿泊費用は、雑損控除の対象になりません。 

 

【法令等】 

 所令 206 
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20 災害関連支出(青空駐車場の土盛り費用) 

 

問 事業的な規模に至らない規模の貸付けをしていた青空駐車場について、大震災により被害

を受けたため土盛り費用を支出しました。 

この場合、雑損控除は受けられますか。 

 

(答) 

事業的な規模に至らない規模の土地の貸付けに係る不動産所得の基因となる資産(生活に通常

必要でない資産を除きます。)について、大震災により損害を受けた場合の損失額は、①雑損控除

の対象とするか、②不動産所得の金額の計算上必要経費にするか、いずれか有利な方を選択でき

ます。 

(注) 駐車場の貸付けが事業的な規模により行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに

至る程度の規模で行われているかどうかにより判定しますが、その判定が困難な場合は、おお

むね 50 台貸し付けている場合は事業的な規模の貸付けと考えます。この場合、同一の賃借人

に対し駐車場を２以上貸し付けているときは、１台分として判定します。 

 

【法令等】 

 所法 51④、72①、所基通 26－９、72－１ 

 

 

21 損害を補てんする保険金等の範囲 

 

問 損失額の計算において差し引くこととされている、損害を補てんするための保険金や損害

賠償金等とは、どのようなものをいいますか。 

 

(答) 

 雑損控除の計算における損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額

がある場合は、その金額を差し引いた金額とされています。 

具体的には、次のような保険金や損害賠償金などがこれに当たります。 

① 損害保険契約又は火災保険契約に基づき被災者が支払を受ける保険金、共済金、見舞金 

② 資産の損害の補てんを目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金 

③ 資産の損失により支払を受ける損害賠償金 

(注) 被災者が受けた見舞金等は、一般的には非課税とされています。 

また、支払を受けた保険金等の額が損害額を超える場合のその超える部分の金額についても、

非課税とされています。 

 

【法令等】 

 所法９①十六、十七、72①、所令 30、所基通９－23、51－６、72－６、相基通 21 の３－９ 

 

 



 53 

22 保険金等の金額が確定していない場合 

 

問 確定申告書等を提出する時点で、損失額の計算において差し引くこととされている保険金

等の額が確定していない場合、損失額はどのように計算しますか。 

 

(答) 

 雑損控除の計算における損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額

がある場合は、その金額を差し引いた金額とされています。 

雑損控除を受けようとする年分の確定申告書等を提出する時までに保険金等の額が確定してい

ない場合には、その受け取ることとなる保険金等の額を見積もり、その見積額を差し引いて損失

額を計算することとなります。 

なお、その見積額が、後日確定した保険金等の額と異なることとなったときは、さかのぼって

損失額を訂正することとなります。 

 

【法令等】 

 所法 72、所基通 51－７、72－６ 

 

 

 



22－２ 被災直前の時価 

 

問 自宅のテレビが大震災により倒れ、修復しても使用できないこととなりました。 

幸いこの他に被害はありませんでしたが、この場合の損失額はどのように計算します

か。 

 

(答) 

 雑損控除の対象となる住宅家財等の損失額は、その損失が生じた時の直前におけるその

資産の価額を基に計算することになっています。 

被災直前の時価が明らかでない場合には、その資産と同一の新品資産を購入すると仮定

した場合の取得価額(再取得価額)から、その時までの減価償却の額の合計額を控除した額

を被災直前の時価とすることができます。 

 

【法令等】 

所令 206③ 

 

平成 23年５月 16日追加 

53－２ 



22－３ 本体損失と災害関連支出の区分(屋根瓦の一部が落下した場合(住宅本体につい

て大きな損害がなかった場合)) 

 

問 大震災により自宅の屋根瓦の一部が落下したため、その落下した部分の修繕を行いま

した。屋根の落下以外に建物に大きな損壊はありませんが、雑損控除の計算はどのよう

になりますか。 

 
(答) 

 雑損控除の対象となる損失額は被災直前の時価から被災直後の時価を差し引いた額とさ

れています。 

 一方、住宅等の損壊した部分について、原状回復のための支出をした場合には、災害関

連支出として雑損控除の対象となります。この場合の災害関連支出については、原状回復

のために支出した金額のうち、住宅等の損失額を超える部分の金額となります。 

 屋根瓦の一部が損壊した場合で、住宅自体に他に大きな被害がなく、住宅本体の損失額

がきん少であると認められるときは、原状回復のために支出した額（災害関連支出の額）

をもって雑損控除を適用して差し支えありません。 

(注) 上記の場合に、原状回復のための支出額を住宅本体の損失として雑損控除を適用して

も差し支えありません。 

 

【法令等】 

 所法 72①、所令 206①二ロ、③ 

 

平成 23年５月 16日追加 

53－３ 



22－４ 本体損失と災害関連支出の区分(屋根瓦の大半が落下した場合(住宅本体について

大きな損害があった場合)) 

 

問 大震災により住宅の外壁に亀裂が生じたほか、自宅の屋根瓦の大半が落下しました。

この場合、雑損控除の計算はどのようになりますか。 

 
(答) 

 雑損控除の対象となる損失額は、被災直前の時価から被災直後の時価を差し引いた額と

されています。 

 一方、住宅等の損壊した部分について、原状回復のための支出をした場合には、災害関

連支出として雑損控除の対象となります。この場合の災害関連支出については、原状回復

のための支出のうち、住宅等の損失額を超える部分の金額となります。 

 ご質問の場合、外壁に亀裂が生ずるほか、屋根瓦の大半が落下するなど、住宅本体に甚

大な損害が生じていることから、家屋の損失額について、屋根瓦を含めて損失額の合理的

な計算方法により計算することができます。 

 なお、その損害に係る原状回復のための支出をした場合、その支出額がその損失額の合

理的な計算方法により計算した損失額を超える場合には、その超える部分の金額が災害関

連支出として雑損控除の対象になります。 

 

【法令等】 

 所法 72①、所令 206①二ロ、③ 

 

平成 23年５月 16日追加 

53－４ 



23 「り災証明書」の必要性 

 

問 雑損控除による還付申告書を提出するに当たって、「り災証明書」のような被害を証明

する書類の提出は必要ですか。 

 

(答) 

「り災証明書」は、大震災により家屋に被害を受けた場合、その被害を受けた方が市区

町村に被害の状況を申告した後、その市区町村がその状況を確認した上で発行されるもの

です。 

この証明書には､例えば、り災害原因や、全壊や半壊などの家屋についての被害状況等が

表示されていることから、損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安にな

るものです。 

したがって、税務署では、申告書等を提出する際に「り災証明書」(コピーでも可)を添

付していただくか、又は提示していただくよう、お願いしているところです。 

しかし、津波による被害を受け、その方の住所地などから地域全域の建物等が全壊する

などその被害の規模や状況が明らかな場合にはご提示いただかなくても差し支えありませ

ん。 

また、個々の事情により証明書を添付又は提示ができない場合には、被害の実情を十分

お聞きした上で被害状況を判断することとしています。 

(注) り災証明書に記載される被害の程度(証明内容)と損失額の合理的な計算方法におけ

る「被害区分」は一致するものではないことに留意が必要です。 

例えば、液状化被害の認定は、一般的に家屋の傾斜や基礎等の地盤面下への潜り込み

の状況を基に行われますが、家屋に係る損失額の合理的な計算方法は、その家屋の主要

構造部に損壊がある場合に利用できます。また、この計算における被害区分の判定にお

いても、その被害の状況を十分お聴きして判断することになります。 

 

平成 23年５月 27日改訂 

 

53－5 
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24 家財のみに被害を受けた場合の「り災証明書」 

 

問 被害割合を決めるのに「り災証明書」を参考にするとのことですが、家財のみの被害

については「り災証明書」が発行されません。 

この場合、「り災証明書」に代わって被害の状況を証明するものが必要となりますか。 

 

(答) 

「り災証明書」は、住宅に被害を受けた場合に交付されるものであることから、家財の

被害の状況については、「被害を受けた家財の明細書」等を基に損失額を算定することとし

ています。 

なお、賃貸住宅に居住していた方で、その住宅が被災し、家財について被害を受けた場

合には、その住宅を所有していた場合と同様の方法により、家財の損失額を計算すること

となります。そのため税務署では、家主からその賃貸住宅の「り災証明書」のコピーを入

手するようお願いしているところです。 
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第３ 雑損控除における損失額の合理的な計算方法 

 

１ 損失額の合理的な計算方法(適用対象) 

 

問 大震災に伴う被災資産の損失額について、個別に被災直前・直後の時価を計算することが

困難な場合、その損失額は、どのように計算すればよいでしょうか。 

 

(答) 

生活に通常必要な資産について、大震災により被害を受けた場合の損失額は、その損失が生じ

た時の直前におけるその資産の時価を基礎として計算することとされています。 

しかし、大震災により被害を受けた生活に通常必要な資産のうち、住宅、家財及び車両につい

て、個々に損失額を計算することが困難な場合には､損失額の合理的な計算方法で計算してよいこ

ととして取り扱っています。 

ただし、損失額の合理的な計算方法によることが実態にそぐわない場合には、被害を受けた個々

の資産について個別に計算を行うこととなります。 

 

【法令等】 

 所法 72①、所令 206③ 

 

 

２ 損失額の合理的な計算方法(概要) 

 

問 住宅や家財の損失額の計算について、個々に計算することが困難な場合の具体的な計算方

法はどのようになりますか。 

 

(答) 

生活に通常必要な資産で大震災により被害を受けたもののうち、住宅、家財及び車両について

損失額を個々に計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法により計算してよい

こととして取り扱っています。 

具体的な計算は、第Ⅰ編、第１の「４ 雑損控除の対象となる資産及び損失額の計算」を参照

してください。 

 

 

【法令等】 

所法 72①、所令 206③ 
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３ １㎡当たりの工事費用の補正適用 

 

問 実際の１㎡当たりの工事費用が、「地域別・構造別の工事費用表」に掲げる１㎡当たりの単

価を相当超えるような場合、実際の１㎡当たりの工事費用を基に損失額の合理的な計算方法

に準じて損失額を計算してよいでしょうか。 

 

(答) 

損失額の合理的な計算方法においては、１㎡当たりの時価額(Ⅲ参考編の別表１「地域別・構造

別の工事費用表」)の補正は予定していません。 

したがって、損失額の合理的な計算方法により計算した損失額が、納税者の被害の実情にそぐ

わない場合には、損失額の合理的な計算方法を適用せず、個別に損失額を計算することとなりま

す。 

(注) 別表１「地域別・構造別の工事費用表(１㎡当たり)」について、該当する地域の工事費用が

全国平均を下回る場合又は値が存しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工

事費用として差し支えありません。 

 

 

４ 住宅の構造が２種類以上である場合 

 

問 今回の大震災により、１階が鉄骨・鉄筋コンクリート、２階、３階が木造の家屋が全壊した。 

「地域別・構造別の工事費用表」を基に損害額を計算する場合、どの構造区分を基にすれば

よいか。 

 

(答) 

住宅の延床面積を構造別に区分し、最も多くの面積を占める部分の構造をもって建物の構造と

してⅢ参考編の別表１「地域別・構造別の工事費用表(１㎡当たり)」を適用します。 
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５ 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(1) 

 

問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額

の計算の基となる住宅の総床面積を確認するには、登記事項証明書又は売買契約書によるこ

ととなりますが、その書類が大震災により消失したため所持していない場合どうしたらよい

でしょうか。 

 

(答) 

損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合には、登記事項証明書や売買契

約書等から住宅の総床面積を明らかにする必要があります。 

しかしながら、大震災により登記事項証明書等を消失し、再度その入手をすることが困難な状

況にある場合には、敷地面積や部屋の間取り、間口、奥行き等から、総床面積を推計して差し支

えありません。 
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６ 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(2) 

 

問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額

の基となる住宅の総床面積には、別棟である車庫及び物置の床面積は含めてよいのでしょう

か。 

 

(答) 

総床面積の計算に当たっては、別棟である車庫及び物置(簡易な車庫及び物置を除きます。)の

床面積を含めたところで損失額の合理的な計算方法を適用して差し支えありません。 

 

 

７ 門及び塀の損壊による損失額 

 

問 門及び塀の損壊による損失額は、修繕費の見積額を損失額の合理的な計算方法により計算

し、住宅の損失額に加算してよいのでしょうか。 

 

(答) 

門及び塀の損失額については、その個別に計算した金額を、損失額の合理的な計算方法により

計算した住宅の損失額に加算することになります。 
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８ 被害割合の適用(主要構造部の範囲) 

 

問 別表２の「被害割合表」の「建物の主要構造部」とは、どのようなものをいいますか。 

 

(答) 

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切

壁、間柱、附け柱、揚げ床、廻り舞台の床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋

外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされています。 

具体的には、木造住宅の場合は、軸組(柱、壁、はり)、基礎、屋根、外壁等をいいます。 

また、マンション(区分所有建物)の場合は、柱、床(最下階部分を除く)、構造上重要な戸堺、

はり、屋根又は階段等をいいます。 

 

【法令等】 

建築基準法２五 

 

 

９ 住宅の被害が軽微であった場合の家財の損失額の計算 

 

問 大震災による住宅の被害は窓ガラスが割れるなど軽微なものでしたが、家財については後

日激しい風雨にさらされ相当の被害を受けました。この場合、家財については損失額の合理

的な計算方法により計算してよいのでしょうか。 

 

(答) 

今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放

置しておくと住宅としての使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について

損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することと

なります。 

ご質問の場合、住宅の被害の程度にもよりますが、住宅の被害がごく軽微な場合には、住宅及

び家財について損失額の合理的な計算方法により計算することは適当ではありません。 

そのため、この場合の家財については、個別に計算することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

10 マンションの被害に対する考え方 

 

問 マンションの被害に対する合理的な計算の適用範囲等はどのようになりますか。 

 

(答) 

今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放

置しておくと住宅として使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損

害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとな

ります。 

マンション(区分所有建物)の場合には、その主要構造部(構造体である柱、壁(構造上重要でな

い間仕切壁を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根又は階段等)について、ひび割れ、亀裂

等の被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となるときに合理的な計算方法

を適用することになります。 

なお、マンションのような区分所有建物については、各個人の専用部分ごとに判断するのでは

なく、建物全体として被害の状況及び被害割合を判定します。 

また、エレベーターや貯水漕、ベランダ、エントランスホールのタイル、ガラス等の共用部分

について被害を受けた場合、その損失額は、損失額の合理的な計算方法によらずに個別に計算し

ます。この場合、その原状回復のための費用のうち入居者が負担する部分の金額については、そ

れぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。 

 

 

 

11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い 

 

問 マンションの専有部分に損害はないが、共用部分であるエントランスホールのタイル及び窓

枠に相当の被害を受けたので、その修理代金の支払いに充てるため「修繕積立金」を取り崩し

て支払いました。 

この場合、雑損控除を適用することはできますか。 

 

(答) 

その方の持分に相当する部分の金額が、雑損控除の対象となります。 

共用部分の修繕のために「修繕積立金」を各区分所有者から徴収して積み立てている場合に、

今回の大震災による被災資産の原状回復のためにその修繕積立金を取り崩したときは、その修繕

積立金のうちその方に対応する部分の金額が雑損控除の対象となります。 

なお、取り崩した積立金以外にその方が原状回復のために支出した金額がある場合には、その

金額との合計額が、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。 
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12 「家族構成別家財評価額」の適用(同一世帯に収入のある者が複数いる場合) 

 

問 夫婦とその成年の子２人の家族の場合、同居する２人の成年の子にも収入があり、それぞ

れの所有する家財にも被害を受けていますが、損失額を個別に計算できません。この場合、

家財の損失額をどのように計算すればよいのでしょうか。 

 

(答) 

損失額の合理的な計算方法により計算することとなりますが、この場合、世帯主の年齢に応じ

た(夫婦＋大人２人)金額が世帯の家財の損失額となります。 

家財の評価額は、生計を一にする親族の数によって決まりますが、その判定においては同居の

有無なども考慮することとなります。 

また、損失額の合理的な計算方法により計算した家財の損失額が、実情にそぐわない場合には、

損害を受けた各家財について個別に損失額を計算することとなります。 

なお、各人の雑損控除の適用における損失額は、その損失額を適宜各人に割り振った金額とな

ります。 
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13 「家族構成別家財評価額」の適用(18 歳以上か否かの判定時期) 

 

問 家財に対する損失額の計算において、「生計を一にする親族の数」に応ずる家財の額は、大

人(18 歳以上)1 名につき 130 万円ということですが、この 18 歳以上に該当するか否かの判定

はいつの時点で行いますか。 

 

(答) 

18 歳以上に該当するかどうかは、「災害の始まった日」の現況により判定します。 

また、生計を一にする親族であるかどうかについても、「災害の始まった日」の現況により判定

します。 

 

 

14 「家族構成別家財評価額」の適用(生計を一にする親族数の判定) 

 

問 家財に対する損失額の計算において、「生計を一にする親族の数」に応ずる家財の額は、大

人１名につき 130 万円(子供１名につき 80 万円)ということですが、配偶者と死別している場

合は、どのように計算するのでしょうか。 

 

(答) 

配偶者と死別している場合は、「家族構成別家財評価額」の「夫婦」欄を使用し、大人１名分(130

万円)を差し引いて計算します。 

(注) 離婚している場合は、一般的には財産分与が行われていることから、分与した方は「独身」

欄を使用し大人又は子供の額を加算しますが、それ以外の場合は、死別の場合と同様に計算し

て差し支えありません。 

 

【計算例】 

 

 妻(45 歳・夫と死別)、子(15 歳)の世帯の場合 

 

    「夫婦」欄の 45 歳(1,100 万円)－大人１名(130 万円)＋子供１名(80 万円) 

 

＝

 

 1,050 万円 
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15 被災資産に係る減価償却費の計算(耐用年数の基本的な考え方) 

 

問 損失額の合理的な計算方法において、減価償却費の額の合計額を計算する場合に用いる耐

用年数はどのようになりますか。 

 

(答) 

 損失額の合理的な計算方法による損失額は、その住宅の取得価額から減価償却費の額の合計額

を差し引いた金額に被害割合を乗じて計算します。 

この場合の減価償却費の計算は、資産に応じた耐用年数を 1.5 倍した年数により計算します。 

(注１) 1.5 倍した年数に１年未満の端数がある場合は、１年未満の端数は切り捨てます。 

(注２) 減価償却費の額の合計額を計算する場合における経過年数に６月以上の端数がある場合

は１年とし、６月に満たない端数は切り捨てます。 

また、減価償却費の計算は、旧定額法に準じて行うことになります。 

 

 

【法令等】 

所法 49、所令 85 

 

【計算例】 

 

① 住宅(法定耐用年数 22 年) 

       ( 22 年 × 1.5 ) ＝ 33.0  ・・・・・  33 年

   

  

    ② 住宅(法定耐用年数 47 年) 

       ( 47 年 × 1.5 ) ＝ 70.5  ・・・・・  70 年

 

  

  住宅の構造別耐用年数表 

構      造 耐用年数 1.5 倍した年数 償却率 

木造造 22 年 33 年 0.031 

木骨モルタル造 20 年 30 年 0.034 

(鉄骨)鉄筋コンクリート造 47 年 70 年 0.015 

金属造①(※1) 19 年 28 年 0.036 

金属造②(※2) 27 年 40 年 0.025 

  ※１･･･軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が 3 ㎜以下の建物 

  ※２･･･軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が 3 ㎜超 4 ㎜以下の建物 
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16 被災資産に係る減価償却費の計算(中古資産の耐用年数の考え方) 

 

問 中古の車両(自家用車)について大震災により被害を受けました。 

この場合、損失額の合理的な計算方法において減価償却費の額の合計額を計算する場合に

用いる耐用年数はどのようになりますか。 

 

(答) 

中古資産に係る減価償却費の計算上適用する耐用年数は、その取得の時以後のその中古資産の

使用可能期間を見積もり、その年数によることができます。 

しかし、その取得の時以後の使用可能期間を見積もることが困難な場合には、取得した中古資

産が車両、建物、構築物等のように個別耐用年数が定められている資産については、次の方法で

計算した年数とします。 

 

  (1) 法定耐用年数の全部を経過したもの 

     ( 法定耐用年数 × 20％ ) × 1.5 

(2) 法定耐用年数の一部を経過したもの 

       ( 法定耐用年数 － 経過年数 ) ＋ 経過年数 × 20％    × 1.5 

 

この場合に、その計算した年数に１年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた年数と

し、その計算した年数が２年に満たない場合には、２年をその資産の耐用年数とします。 

なお、「使用可能期間を見積もることが困難な場合」とは、その見積りのために必要な資料がな

いため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならない場合や耐用年数の見積りに多額の費

用を要する場合等をいいます。 

また、(1)、(2)にいう経過年数が不明な場合には、その構造、形式、表示されている製作の時

期等を勘案してその経過年数を適正に見積もることとします。 

【計算例】 

    

    ① 車両(自家用車)(法定耐用年数６年)、経過年数７年 

       ( ６年 × 20％ ) × 1.5 ＝ 1.8  ･････  

    ② 車両(自家用車)(法定耐用年数６年)、経過年数４年 

２年 

         ( ６年 － ４年 ) ＋ ( ４年 × 20％ )   × 1.5 ＝ 4.2  ･････  

 

４年 

  車両の種類別耐用年数表 

種       類 耐用年数 1.5 倍した年数 償却率 

普通自動車 ６年 ９年 0.111 

軽自動車 ４年 ６年 0.166 

 

【法令等】 

所法 49、所令 85、耐令３①、耐通１－５－４、１－５－５ 
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17 被災資産に係る減価償却費の計算(償却可能限度額の考え方) 

 

問 被災した住宅は法定耐用年数の 1.5 倍の年数を既に経過しています。 

この場合、損失額の合理的な計算方法による損失額はどうなりますか。 

 

(答) 

 損失額の合理的な計算方法による住宅の損失額は、その住宅の取得価額から減価償却費の額の

合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じて計算することとしています。この場合の減価償却費

の計算は、住宅の構造に応じた耐用年数を 1.5 倍した年数により計算します。 

また、償却方法は、旧定額法に準じて行うこととされています。この旧定額法は、その償却費

の額の合計額が取得価額の 95％に相当する金額(償却可能限度額)に達するまで償却することがで

きる計算方法であることから、耐用年数の 1.5 倍の年数をすべて経過している場合であっても、

住宅の取得価額の５％に相当する金額は残ることとなるため、この５％相当額に被害割合を乗じ

た金額が損失額となります。 

(注１) 1.5 倍した年数に１年未満の端数がある場合は、１年未満の端数は切り捨てます。 

(注２) 減価償却費の額の合計額を計算する場合における経過年数に６月以上の端数がある場合

には１年とし、６月に満たない端数は切り捨てます。 

(注３) 旧定額法は、取得価額の 90％相当額に 1.5 倍した年数に応じた償却率を乗じて計算しま

す。 

(注４) 業務用資産のように、減価償却費の額の合計額が取得価額の 95％相当額に達した後にお

いて、取得価額の５％相当額から１円を控除した金額を５年間にわたり均等償却する計算は

行いません。 

 

【法令等】 

 所令 85、134① 
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18 被害割合の考え方(居住の見込みがなくなった場合) 

 

問 自宅の裏山が大震災により崩落し、住宅が半壊しました。現在は、崩落が続き被害が拡大

する危険があるため実際に居住することはできません。今後も継続して居住できる見込みが

ない場合、被害割合はどのように判断すればよいですか。 

 

(答) 

住宅についてのみ判断すれば「半壊」となりますが、事実上居住不能となったことを考えると

「全壊」の場合と同様の状態と認められます。 

したがって、被害区分は「全壊」として取り扱って差し支えありません。 

なお、住宅の被害割合が「全壊」かどうかは、補修すれば再び使用できるかどうかによって判

断しますので、建物の残存部分を補修すれば再び使用できるものを任意に取り壊したからといっ

て被害割合が「全壊」とはなりません。 
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19 被害割合の考え方(地下階が浸水した場合) 

 

問 自宅の地下階が津波により浸水した場合、被害割合はどのように判断すればよろしいです

か。 

 

(答) 

地下階が駐車場や倉庫などのように床面、壁面等に仕上げが施されていないコンクリート打放

などの場合を除いて、地下階が浸水した場合は、「被害割合表」の「床上」を「地下階上」と読み

替え「二階建以上」欄の被害割合を使用します。 

 

 

20 被害割合の考え方(海水が流れ込んだ場合) 

 

問 住宅が津波により浸水(床上 30 ㎝・平屋)し、海水が流れ込んできました。 

この場合の被害割合はどのように計算しますか。 

 

(答) 

 海水が流れ込んできた場合の住宅の被害割合は、Ⅲ参考編の別表３「被害割合表」の「浸水」

の区分の上段の割合を使用し、「床上 50 ㎝未満・平屋」に該当することからその上段の被害割合

の40％

(注) 24 時間以上の長期浸水の場合は、その割合にさらに 15％を加算した割合となります。 

を使用します。 
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21 被害割合の考え方(損壊＋浸水の場合) 

 

問 住宅の一部が津波により損壊した上、浸水(床上 30 ㎝・二階建住宅)しました。この場合、

被害割合はどのように計算しますか。 

 

(答) 

被害の種類ごとに被害割合を加算していくため、一部損壊した上、海水による浸水(床上 30 ㎝・

二階建住宅)した場合は、 

 

一部破損(５％) ＋ 床上 50 ㎝未満・二階建住宅(35％) ＝ 

 

40％ 

となり、40％がその住宅の被害割合となります。 

(注) 24 時間以上の長期浸水の場合は、その割合にさらに 15％を加算した割合となります。 

 

 

 

22 損失額の合理的な計算方法による計算と実額計算の併用 

 

問 大震災により住宅と家財に損害を受け、住宅については、損失額の計算を実額により計算

することができますが、家財については損失額を実額により計算することができません。こ

の場合、家財についてのみ損失額の合理的な計算方法により損失額を計算してもよいのでし

ょうか。 

 

(答) 

災害により被害を受けた住宅又は家財等の損失額の計算については、その損失が生じたときの

直前におけるその資産の時価を基として計算することとされています。 

しかし、大震災により被害を受けた住宅、家財等について、個々に損失額を計算することが困

難な場合には､損失額の合理的な計算方法で計算してよいこととして取り扱っています。 

したがって、住宅については実額で計算し、家財については実額計算ができないことから損失

額の合理的な計算方法により計算するなど、その区分により損失額の計算方法が異なっても差し

支えありません。 

 

【法令等】 

所法 72①、所令 206③ 

 

 

 



第３－２ 原発事故による災害による損失に係る雑損控除 

 

１ 雑損控除の適用関係 

 

問 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故（以下「原

発事故」といいます。）による災害により、住宅や宅地、家財等に生じた損失については、雑

損控除の適用対象となりますか。 

 

(答) 

 平成 24 年７月 24 日付で東京電力㈱から公表された「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施

について(避難指示区域内)」(以下「賠償基準」といいます。)において、帰還困難区域、居住制

限区域及び避難指示解除準備区域内(以下「対象区域内」といいます。)の宅地・建物や家財につ

いて、損害があったものとして賠償の対象とされました。 

 したがって、この賠償基準により賠償の対象とされた、住宅や宅地、家財等の生活に通常必要

な資産に生じた損失は、所得税の雑損控除の対象となります。 

ただし、雑損控除の計算に当たっては、損失額からその損失を補塡する保険金や損害賠償金等

の額を控除することとされているため、損失額の全額が賠償金により補塡される場合には、結果

として、雑損控除の額は生じないこととなります。 

 

【法令等】 

所法 72 

平成 24年 12月３日追加 
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２ 雑損控除の適用時期 

 

問 原発事故による災害により生じた、住宅や宅地、家財等の生活に通常必要な資産に生じた

損失に係る雑損控除は、何年分の申告で適用することになりますか。 

 

(答) 

 原発事故による災害により生じた、住宅や宅地、家財等の生活に通常必要な資産の損失につい

ては、その損失（価値の減少）が明らかとなった避難指示区域の見直しのあった日の属する年分

の申告において、雑損控除を適用することになります。 

なお、対象区域内に存する住宅や宅地、家財等については、平成 23 年３月 11 日に発生した東

北地方太平洋沖地震による災害により生じた損害も混在していること、及び原発事故は平成 23 年

３月に発生したものであることから、平成 23 年中に損失が生じたものとして、平成 23 年分の申

告において、雑損控除を適用することとしても差し支えありません。 

 

【法令等】 

所法 72、震災特例法４ 

平成 24年 12月３日追加 
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３ 「損失額の合理的な計算方法」による損失額の計算① 

 

問 原発事故による災害により、住宅や家財等の生活に通常必要な資産に生じた損失について

雑損控除の適用を受ける場合、その損失額について「損失額の合理的な計算方法」により計

算することができますか。 

 

（答） 

原発事故による災害により、住宅や家財等の生活に通常必要な資産に生じた損失について雑損

控除の適用を受ける場合に、その損失額について「損失額の合理的な計算方法」により計算する

ことができます。 

したがって、住宅及び家財に生じた損失に係る雑損控除の適用において「損失額の合理的な計

算方法」により計算した損失額が各賠償金の額を上回る場合には、その上回る部分の金額は、所

得税の雑損控除の対象となります。 

なお、この場合の「損失額の合理的な計算方法」に使用する被害割合については、次のとおり

となります。 

 

区 分 被害区分 
被害割合 

摘 要 
住宅 家財 

原 

発 

事 

故 

帰 還 困 難 区 域 － 100％ 100％  

居 住 制 限 区 域 又 は 

避難指示解除準備区域 
－ n／72 75％ n：避難指示期間（月数） 

(注) 「避難指示期間」とは、東京電力㈱が賠償額の算定の基礎とした、原発事故の発生時か

ら避難指示の解除見込み時期までの期間（月数）をいいます。 

(参考) 賠償基準において、宅地・建物については、帰還困難区域は原発事故発生前の価値の

全額を賠償し、居住制限区域・避難指示解除準備区域は、原発事故時点から６年(72 か

月)で全損とし、避難指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償することとされていま

す。 

また、家財については、家族構成に応じて算定される定額を賠償することとされてお

り、居住制限区域及び避難指示解除準備区域内の家財の賠償額は、帰還困難区域内の家

財の賠償額のおおむね 75％とされています。 

上記の被害割合は、この賠償基準における取扱いに準じたものです。 

 

【法令等】 

 所法 72、所令 206③、平成 23 年４月 27 日課個２－12、平成 24 年 12 月３日課個２－43 

平成 24年 12月３日追加 
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４ 「損失額の合理的な計算方法」による損失額の計算② 

 

問 東北地方太平洋沖地震による災害により住宅が半壊しました。ところで、この住宅は、原

発事故発生前の価値の全額が賠償の対象とされている帰還困難区域に所在しています。 

住宅や家財に生じた損失額について、「損失額の合理的な計算方法」により計算すること

としていますが、この場合の計算はどのようになりますか。 

 

（答） 

 ご質問の場合には、まず、東北地方太平洋沖地震による災害により生じた損失額(以下「地震に

よる損失額」といいます。)を計算し、次に、原発事故による災害により生じた損失額(以下「原

発事故による損失額」といいます。)を計算することとなります。 

この場合、原発事故による損失額は、地震による損失額を控除した後の資産の価額が限度とな

ります。 

 例えば、ご質問の場合について、住宅及び家財について「取得価額が明らかでない場合」の計

算式は、以下のとおりとなります。 

 

１ 住宅に対する損失額の計算 

  １㎡当たりの工事費用×総床面積－減価償却費＝Ⓐ 

 (1) 地震による損失額(注１)  ＝ Ⓐ × 被害割合(半壊 50％) 

(2) 原発事故による損失額(注１)＝ 

 

Ⓐ × 被害割合(帰還困難区域 100％) 

Ⓐ－(1)の地震による損失額(保険金等控除前)を限度 

(注１) 各損失額について、保険金、共済金及び損害賠償金等（この問において「保険金等」といいます。）

で補塡される金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額になります。 

 

２ 家財に対する損失額の計算 

  家族構成別家財評価額＝Ⓑ 

(1) 地震による損失額(注２)    ＝ Ⓑ × 被害割合(半壊 50％) 

 (2) 原発事故による損失額(注２)＝ 

 

Ⓑ × 被害割合(帰還困難区域 100％) 

Ⓑ－(1)の地震による損失額(保険金等控除前)を限度 

(注２) 各損失額について、保険金等で補塡される金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損

失額になります。 

 

【法令等】 

 所法 72、所令 206③ 

平成 24年 12月３日追加 
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５ 除染費用に係る取扱い 

 

問 個人が住宅等について除染を行った場合の、その除染費用は、雑損控除の対象となります

か。 

 

(答) 

 原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染について、「平成 23 年３月

11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」により除染が必要と認められる場合には、同法に

定める除染実施計画に基づいて除染を行うこととされています。 

なお、この除染実施計画に基づいて除染を行う場合については、原子力事業者の負担の下で実

施されるものであることから、雑損控除の額は生じないこととなります。 

 

【法令等】 

所法 72、所令 206①②、所基通 72－６ 

放射性物質汚染対処特措法 25～30、32～38、44 

原子力損害の賠償に関する法律３① 

平成 24年 12月３日追加 
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第４ 災害減免法 

 

１ 災害減免法の適用 

 

問 単身赴任先の社宅が大震災により全壊し、社宅で使用していた家財に被害を受けました。

なお、自宅は大震災による被害は受けていません。 

災害減免法による税金の軽減免除を受けるためには、その損失額が住宅又は家財の価額の

２分の１以上である必要がありますが、この場合、自宅にある家財を含めたところで判定す

るのでしょうか。 

 

(答) 

大震災による損失金額が住宅又は家財の価額の２分の１以上であるかどうかは、その方及びそ

の方と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する住宅又は家財の全部につき、各別に判定す

べきものです。 

したがって、ご質問の場合、自宅にある家財を含めたところで判定することとなります。 

 

【法令等】 

 災免法２、災免令１ 

 



１－２ 災害減免法と損失額の合理的な計算方法との関係 

 

問 災害減免法による税金の軽減免除は、損害金額が住宅又は家財の２分の１以上の場合

に適用できますが、この損害金額の算定を雑損控除における損失額の合理的な計算方法

によることはできますか。 

 

(答) 

 雑損控除の適用における住宅家財等の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるそ

の資産の価額を基に計算することとされています。 

一方、災害減免法による税金の軽減免除における住宅又は家財について生じた損害金額

がその住宅又は家財の価額の２分の１以上であるかどうかは、被災時の時価により算定す

ることとされています。 

したがって、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合で損

失額の合理的な計算方法により計算した結果、損害金額(保険金等により補てんされる金額

を除きます。)が住宅又は家財の２分の１以上であれば、災害減免法による税金の軽減免除

の適用を受けることができます。 

 

【法令等】 

 災免法２、災免令１、災免通１、所令 206③ 

 

平成 23年５月 16日追加 
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２ 住宅又は家財の意義 

 

問 災害減免法による税金の軽減免除の対象となる｢住宅又は家財｣とはどのようなものをいい

ますか。 

 

(答) 

１ 住宅とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居する住宅をいい、

必ずしも生活の本拠であることは要しないこととされています。 

したがって、例えば、２以上の住宅に自己又は自己と生計を一にする親族が常時起居してい

るときは、そのいずれもが災害減免法による税金の軽減免除の対象となる住宅となります。 

また、常時起居している住宅に附属する倉庫、物置等の附属建物は、住宅に含まれます。 

(注) 現に起居している住宅であっても､常時起居しない別荘のようなものは住宅には該当しま

せん。 

 

２ 家財とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の日常生活に通常必要な家具、

什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。 

ただし、貴金属、書画、骨とう、美術工芸品で１個又は１組の価額が 30 万円を超えるものな

ど生活に通常必要な程度を超えるものは、家財に含まれません。 

 

雑損控除の対象となる資産は､居住者又はその者と生計を一にする一定の親族の有する資産

のうち生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産を除くすべての資産とされていることか

ら､上記の｢住宅又は家財｣は､すべて雑損控除の対象となる資産に含まれます。 

 

【法令等】 

 災免法２、災免通２ 
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３ 扶養親族の所有する住宅 

 

問 扶養親族が所有する住宅が大震災により損壊した場合、納税者本人が居住の用に供してい

なくても災害減免法の適用はありますか。 

 

(答) 

災害減免法による税金の軽減免除の対象となる住宅とは、自己が所有する住宅のほか、自己と

生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅も含まれます。 

 なお、配偶者その他の親族は、その年の総所得金額等が 38 万円以下の方に限ります。 

したがって、扶養親族が所有し常時起居する住宅はその適用対象となる住宅に該当することか

ら、自己が所有する住宅と扶養親族が所有する住宅の損失額の合計額がそれらの住宅価額の合計

額の２分の１以上で、かつ、納税者本人の所得金額が 1,000 万円以下であれば災害減免法による

税金の軽減免除が受けられます。 

(注) 雑損控除は、被害割合や所得要件がないことから、雑損失の金額(①損失額－所得金額の 10

分の１と、②損失額のうち災害関連支出の金額－５万円のうちいずれか多い方の金額)があれ

ば適用されます。 

 

【法令等】 

 災免法１、所法 72 

 

 

４ 所得金額要件の判定 

 

問 災害減免法による税金の軽減免除が受けられる要件の所得金額 1,000 万円以下の場合に受

けられますが、その所得金額はどのように計算するのでしょうか。 

 

(答) 

災害減免法による税金の軽減免除が受けられる場合の所得金額 1,000 万円以下とは、繰越損失

控除後の総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除後)、分離課税の株式等の

譲渡所得等の金額、分離課税の上場株式等の配当所得の金額、分離課税の先物取引の雑所得等の

金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 

(注) 雑損控除の計算上差引損失額から控除する所得金額の 10％とは、繰越損失控除後の総所得

金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等の譲渡所得等の

金額、分離課税の上場株式等の配当所得の金額、分離課税の先物取引の雑所得等の金額、山林

所得金額及び退職所得金額の合計額の 10％となります。 

 

【法令等】 

 災免法２、所法２①三十、措令４の２⑧、20⑤、21⑦、25 の８⑮、25 の 11 の２○21、25 の 12

の２○23、26 の 23⑦、26の 26⑫ 



第５ 雑損控除の特例等 

 

１ 東日本大震災の意義 

 

問 震災特例法の対象となる「東日本大震災」の範囲はどこまでですか。 

 

(答) 

震災特例法において「東日本大震災」とは、平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖

地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます(震災特例法２①)。 

 この「東日本大震災」は、具体的に、次の災害が該当すると考えられます。 

① 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びその後において発生した余震並び

に余震活動地域の外側(長野県北部〜新潟県中越地方(３月 12日、６月２日)、静岡県東部(３月

15 日)、秋田県内陸北部(４月１日）、茨城県南部(４月 16 日)、長野県中部(６月 30 日)におい

て発生した地震による災害 

② 東北地方太平洋沖地震(その余震を含みます。)に伴い発生した津波、火災、爆発、 

ダムの決壊、福島第一、第二原子力発電所の事故による災害 

③ その他①及び②に関連して生じた異常な現象による災害 

 

（参考） 

平成 23年４月１日には、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害を

「東日本大震災」と呼称することで閣議了解されています。 

 

【法令等】 

 震災特例法２① 

 

平成 23年 12月 27日改訂 

 

  

72 



２ 雑損控除の震災特例法等の適用対象者 

 

問 雑損控除の特例等の適用対象者は、指定地域内(平成 23年３月 15日付国税庁告示により申告

等の期限が延長されている地域をいいます。)に住所を有する場合に限られますか。 

  また、適用対象資産は、指定地域内に所在するものに限られますか。 

 

(答) 

雑損控除の特例又は災害減免法の特例の適用対象者は、大震災により住宅家財等について損害

を受けた方又は住宅又は家財について甚大な被害を受けた方であり、指定地域内に住所を有する

方に限られません。 

 また、雑損控除の特例の適用対象となる資産又は災害減免法の特例の対象となる住宅又は家財

は、大震災により損害を受けたものであり、指定地域内に所在する資産に限られません。 

 

【法令等】 

 震災特例法４、49 

72-2 
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３ 親族の判定時期 

 

問 雑損控除の特例を適用する場合には、居住者の一定の親族が有する資産について大震災によ

り生じた損失も特例の対象とされていますが、この親族の範囲は、いつの時点で判定するので

すか。 

 

(答) 

 雑損控除の特例は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について

大震災により生じた損失も特例の対象となることとされています。 

震災特例法を適用する場合の自己と生計を一にする配偶者その他の親族の対象となるのは、平

成 22 年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 38 万円以下の方です。そし

て、生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成 23 年３月 11 日の現

況によります。 

(注) 震災特例法を適用しない場合には、大震災により損失の生じた日又は災害関連支出の金額

を支出した日において自己と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定

をします。 

 また、震災特例法により平成 22 年分の所得税について災害減免法の適用を受ける場合にお

ける、平成 23 年３月 11 日において自己又は自己と生計を一にする親族の範囲は、その親族

の平成 22 年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額により判定します。 

 

【法令等】 

 所令 205、震災特例令２①、災免令１、所基通 72－４ 
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４ 災害関連支出の支出時期 

 

問 住宅又は家財に係る大震災による損失について、その災害に関連して支出した金額(災害関連

支出の金額)があり、今後更に支出することが見込まれます。 

平成 22 年分の確定申告書の提出に当たり、今後支出が見込まれる金額を含めて申告すること

は可能ですか。 

 

(答) 

雑損控除の特例は、確定申告、修正申告又は更正請求により適用を受けることができます。 

この場合の災害関連支出の金額については、その適用を受けるための平成 22 年分の確定申告書、

修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限られます。 

したがって、今後支出が見込まれる災害関連支出については、これらの提出の日以後に支出し

た災害関連支出の金額として、その支出した年である平成 23 年分以後の各年分の雑損控除の計算

における災害関連支出の金額に該当し、その支出した年分における雑損控除の対象となる損失の

金額となります。 

 しかし、この原則的な取扱いにより災害関連支出の金額が確定してから雑損控除の適用を受け

ようとすると、早期に税金の軽減手続きを行うことが困難な場合も考えられます。 

 そこで、今回の震災特例法が、「東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る」ために措置され

たものであることを踏まえ、大震災による損失の金額について平成 22 年に生じた損失として雑損

控除の特例の適用を受けた方が、その後に支出した災害関連支出の金額について、平成 22 年分の

災害関連支出として更正の請求することは差し支えありません。 

 

【法令等】 

 震災特例法４①、震災特例令３① 

 

 



 0 

４－２ 災害関連支出と更正の請求 

 

問 今回の大震災により住宅が半壊の被害を受けたため、住宅そのものの損失の金額について、

雑損控除の特例の適用を受けることを選択し、平成 22 年分の雑損控除の対象として確定申告

しました。 

  その後、原状回復のための支出をすることとなったため、前問の平成 22 年分の更正の請求

をすることを考えています。この場合、いつまでに支出した災害関連支出を平成 22 年分の更

正の請求の対象とすることができますか。 

 

(答) 

前問の更正の請求は、震災特例法の適用を受けない場合に平成 23年分の災害関連支出として雑

損控除の対象となるべき支出を、平成 22年分の災害関連支出とするものであることから、この更

正の請求の対象となるのは平成 23年分の雑損控除の対象となるものに限られると解されます。 

平成 23 年分の雑損控除の対象となる災害関連支出は、平成 23 年中に実際に支出したもののほ

か、災害等のあった日の属する年の翌年３月 15日以前に支出したもので、災害のやんだ日の翌日

から１年(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合は３年)を経過した日の前日ま

でに支出したものも対象とすることができることとされていることから、大震災に関連して平成

24年３月 15日までに支出したものが、この更正の請求の対象となります。 

(注) 東日本大震災は、大規模な災害の場合に該当します。 

 

【法令等】 

 震災特例法４、所令 206、所基通 72－５ 

 

平成 23年 12月 27日追加 
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５ 店舗併用住宅の取扱い 

 

問 店舗併用住宅について大震災により被害を受けましたが、住宅部分に係る損失については平

成 23 年分で雑損控除の適用を受け、店舗部分に係る損失については、平成 22 年分で被災事業

用資産の損失の必要経費算入の特例の適用を受けることができますか。 

 

(答) 

 大震災により住宅や事業用資産に損失が生じた場合には、納税者の選択により、平成 22 年分の

所得税において、住宅については雑損控除の特例や災害減免法の特例の適用を受けることができ、

事業用資産については被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例を受けることができます。 

ご質問の場合の店舗併用住宅については、その住宅部分、店舗部分に対して、納税者の選択に

より、それぞれ別個に特例の適用を受けるか否かを選択できます。 

 

【法令等】 

 震災特例法４、49 
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６ 雑損失の繰越控除の特例の概要 

 

問 雑損失の繰越控除の特例の概要を教えてください。 

 

(答) 

 確定申告書を提出する居住者が、特定雑損失金額を有する場合には、その特定雑損失金額が生

じた年の翌年分以後５年間繰り越すことができることとされました(震災特例法５、所法 71)。 

(注) 「特定雑損失金額」とは、その年において生じた雑損失の金額のうち、特例損失金額に達するま

での金額をいいます。 

「特例損失金額」とは、雑損控除の対象となる資産について大震災により生じた損失の金額(雑

損控除の対象となる損失の金額をいいます。)をいいます。 

具体的には、次のようになります。 

① 大震災による損失の金額を平成 23 年分の所得税で雑損控除の適用を受けた場合に生じた特

定雑損失金額･･･平成 24 年から平成 28 年までの各年分に繰越しが可能 

② 大震災による損失の金額を震災特例法の雑損控除の特例を適用して平成 22 年分の所得税で

雑損控除の適用を受けた場合に生じた特定雑損失金額･･･平成23年から平成27年までの各年分

に繰越すことが可能 

 

【例：平成 23 年で雑損控除を受ける場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 特定雑損失金額が生じた年において、雑損失の金額の対象となる損失の金額のうちに、特例損失金額とその

他の損失金額がある場合には、その年の雑損失の金額は、先ず特例損失金額から成るものとされています。 

また、その年の雑損失の金額のうちに、特定雑損失金額とその他の雑損失金額がある場合の雑損控除及び雑

損失の繰越控除は、先ずその他の雑損失の金額から控除することとされています。 

 

【法令等】 

 震災特例法５、震災特例令３⑥⑦ 
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７ 申告期限等の延長と震災特例法の適用関係 

 

問 大震災前に平成 22 年分の確定申告を済ませました。雑損控除の特例を適用して平成 22 年分

の所得で雑損控除を適用する場合、更正の請求をいつまでに行えばよいですか。 

 

(答) 

 雑損控除の特例を適用して平成 22 年分の所得で雑損控除を適用する場合、震災特例法の施行の

日から起算して１年を経過する日までに更正請求書を税務署に提出する必要があります。 

 この場合、申告期限等が地域指定又は個別指定により延長された場合には、特例法の適用を受

けるための更正の請求の提出期限も、その延長された日までとなります。 

 

【イメージ】 

 

(1) 地域指定解除が特例法施行日から１年を経過する日前のとき 

 

災害発生    特例法施行     地域指定解除    特例法手続期限 

 ×        ▼          ○         ▽ 

 

 

特例法の適用を受けるための更正請求（１年間） 

 

 

(2) 地域指定解除が特例法施行日から１年を経過する日後のとき 

 

災害発生    特例法施行               (特例法手続期限) 地域指定解除 

                                    特例法手続期限 

 ×        ▼                    ▽       ○ 

             特例法（１年間）            期限延長 

 

 

特例法の適用を受けるための更正請求 

 

 

【法令等】 

 通則法 11、震災特例法４ 

 

平成 23年５月 13日改訂 
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８ 源泉所得税の徴収猶予との関係 

 

問 大震災で被災し、源泉所得税の徴収猶予を受けていますが、平成 22 年分において雑損控除の

特例の適用を受けた場合、この徴収猶予についてはどのようになりますか。 

 

(答) 

大震災による住宅・家財について甚大な被害を受けたことから災害減免法の規定により平成 23

年分の給与等・公的年金等・報酬料金等について源泉所得税の徴収猶予の適用を受けていた方が、

震災特例法の規定により大震災により生じた損失の金額を平成 22 年分において雑損控除の特例

の適用を受けるための確定申告書又は修正申告書(以下「確定申告書等」といいます。)を提出し

た場合、又は平成 22 年において雑損控除の特例の適用を受けるために更正の請求書を提出した方

が更正を受けた場合には、その提出日又はその更正に係る更正通知書の送達があった日において

平成 23 年の給与等・公的年金等・報酬料金等について受けていた徴収猶予は終了することとされ

ています。 

この場合には、税務署長は源泉徴収義務者にその旨を通知することとされています。 

また、大震災による損失額を平成 22 年分の所得税で雑損控除の適用を受けた場合に平成 23 年

分以後に繰り越すことができる特定雑損失金額が生じ、平成 23 年分以後の年分において繰越控除

の適用を受けることができるようなときは、引き続き平成 23 年分の給与等・公的年金等・報酬料

金等についての源泉所得税の徴収猶予の適用を受けることができる場合があります。 

 

【法令等】 

 震災特例令 12 
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９ 繰越雑損失に係る源泉所得税の徴収猶予との関係 

 

問 震災特例法の規定により平成 22 年分において雑損控除の特例の適用を受けたところ、繰越雑

損失が生じました。 

この場合において、源泉所得税の徴収猶予を受けることができますか。 

 

(答) 

災害減免法に基づく源泉所得税の徴収猶予は、損失が生じた年の翌年分以後に繰り越す雑損失

の金額がある場合においても受けることができます。 

大震災により生じた損失の金額について、平成 22 年分において雑損控除の適用を受けた場合に

おいて平成 23 年分以後に繰り越すことのできる特定雑損失金額が生じたときは、支払を受ける給

与等のうち、その雑損失の金額や給与所得控除額などの見積額を基に一定の方法で計算した金額

に達するまでの金額について、申請により源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。 

 

【法令等】 

 震災特例令 12、災害減免法３⑤、災害減免令９②、10 

 

 

 

【平成 22 年分】 【平成 23 年分】 【平成 24 年分以後】 
 

 
 

 

確定申告等で

雑 損 控 除 を 

選択 
 

 

平成 22 年

分で控除し

きれない損
失額がある

か。 

 

 

 
 

 

確定申告で

雑損失の繰

越控除 
 

 

平成 23 年

分で控除し

きれない損
失額がある

か。 
 

 

最 長 平 成

27 年分ま

で 雑 損 失
の 繰 越 控

除が可能 
 

 

申請により源泉所

得税の徴収猶予 
 所得税の

軽減等措
置を適用

する年分

を選択 
 

確定申告等で
災害減免法に

よる軽減免除

を選択 
 

 

平成 23 年分以後の軽減等

の措置は受けられません。 
 

 

平成 24 年分以後の軽減等の

措置は受けられません。 

 

  

 

 

 
 

 

申請により源泉

所得税の徴収猶

予・還付 
 

確定申告で
雑損控除を

選択 
 

平成 23 年
分で控除し

きれない損

失額がある
か。 

 

最 長 平 成
28 年分ま

で 雑 損 失

の 繰 越 控
除が可能 

 

  確定申告で

災害減免法
による軽減

免除を選択 
 

 

 

平成 24 年分以後の軽減等

の措置は受けられません。 
 

 

 

 

 

 

 

ご参考（所得税の軽減等措置の適用関係） 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

平成 22 年分 

平成 23 年分 
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第６ 事業所得等の取扱い 

 

【共 通】 

 

１ 事業用資産等に生じた損失 

 

問 事業用資産等に生じた損失の取扱いの概要を教えてください。 

 

(答) 

 事業用資産等に生じた損失の取扱いについては、その方の有する事業用資産等の種類、損失の

原因によりその取扱いは異なります。 

 また、震災特例法では、被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等及び純損失の繰越控除

の特例等が措置されました。 

 詳しくは、「Ⅰ各種制度の概要」第１の２の表の該当箇所及び第１の３を参照してください。 

 

 

 

２ 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例の適用対象者 

 

問 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例の適用対象者は、指定地域内に住所や事

業所を有する方に限られますか。 

  また、適用対象資産は、指定地域内に所在するものに限られますか。 

 

(答) 

 被災事業用資産の損失を平成 22 年分の所得金額の計算上の必要経費に算入する特例(被災事業

用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)の適用対象者は、大震災により棚卸資産や事業用の

固定資産などの事業用資産について損害を受けた方であり、指定地域内に住所や事業所を有する

方に限られません。 

 また、この被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例の適用対象となる棚卸資産や事業用固

定資産などの事業用資産は、大震災により損害を受けたものであり、指定地域内に所在する事業

用資産に限られません。 

 

【法令等】 

 震災特例法６ 
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３ 被災事業用資産の損失に含まれる災害関連支出 

 

問 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等を適用する場合の、被災事業用資産等

の損失に含まれる災害関連支出の金額は、いつまでに支出したものが対象となりますか。 

 

(答) 

 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例を適用する場合の、被災事業用資産等の損失に含

まれる災害関連支出の金額は、平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日

の前日までに支出したものを対象とすることとされています。 

(注) 災害関連支出の金額は、見積りにより計上することはできません。 

なお、平成 22 年に生じた損失とみなして被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等の

適用を受けた方が、その後に支出した災害関連支出の金額については、更正の請求をするこ

とができる期間内に支出したものに限り、平成 22 年分の災害関連支出として差し支えありま

せん。 

 

【法令等】 

 震災特例令５①、６②、７① 
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４ 被災事業用資産の特例等の部分的選択 

 

問 大震災により棚卸資産や事業用固定資産について生じた損失の金額の一部を平成 22 年分の

事業所得の必要経費とし、残余を平成 23 年分の事業所得の必要経費とすることは認められます

か。 

 

(答) 

事業所得者は、その選択により、大震災により棚卸資産や事業用固定資産について生じた損失

の金額を平成 22 年分に生じたものとして、平成 22 年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算

入することができます。 

この場合、棚卸資産について生じた損失の金額の全部を平成 22 年分の必要経費とし、事業用固

定資産(これに準ずる一定の資産を含みます。以下同じです。)について生じた損失の金額の全部

を平成 23 年分の必要経費とすることや、棚卸資産について生じた損失の金額の全部を平成 23 年

分の必要経費とし、事業用固定資産について生じた損失の金額の全部を平成 22 年分の必要経費と

することは認められます。 

しかし、棚卸資産について生じた損失の金額の一部を平成 22 年分の必要経費とし、残余を平成

23 年分の必要経費とすることや、事業用固定資産について生じた損失の金額の一部を平成 22 年

分の必要経費とし、残余を平成 23 年分の必要経費とすることはできません。 

 

【法令等】 

 震災特例法６①、② 

 

 



５ 純損失の繰越控除の特例における一定の要件 

 

問 純損失の繰越控除の特例において、平成 23 年において生じた純損失の金額のうち、被災事

業用資産震災損失による純損失以外の純損失について繰越控除の適用を受けるための 10％要

件を詳しく教えてください。 

 

(答) 

１ 次の要件を満たす方の平成 23年において生じた純損失の金額のうち、所得税法により繰越控

除の対象となる純損失の金額の繰越期間が５年間とされました。 

 ＜要件＞ 

その有する事業用資産等(土地等を除きます。)のうちに、事業資産震災損失額又は不動産等

震災損失額の占める割合が 10％以上であること 

２ 繰越控除の対象となる純損失の金額とは、次に掲げるものをいいます。 

① 青色申告者･･･平成 23年分の純損失の金額 

② 白色申告者･･･平成 23年分の純損失の金額のうち、次の金額の合計額に達するまでの金額 

イ 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額 

  ロ 被災事業用資産の損失の金額 

 

３ 要件の判定については、被災事業用資産震災損失額が事業所得について生じたか、不動産所

得又は山林所得のいずれについて生じたかにより、計算式が異なります。 

 

(1) 事業所得者の場合 

 

         事 業 資 産 震 災 損 失 額 ( 注 １ ) 

                                   ≧ 10％ 

    その者の事業所得に係る事業用 

    固定資産の価額の合計額(注２) 

(注１) 「事業資産震災損失額」とは、①その方の棚卸資産について大震災により生じた損失の

金額と②その方の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の大震災による

損失の金額の合計額をいいます。なお、①及び②の損失の金額が、平成 22 年及び平成 23

年等複数の年において生じた場合にはその合計額となります。 

「事業用固定資産」とは、土地又は土地の上に存する権利以外の固定資産及び繰延資産

(必要経費に算入されていない部分に限る。)をいい、事業用資産の損失の金額とは、災害

関連支出を含み、保険金、損害賠償金等により補塡される金額を除いた金額をいいます。 

(注２) 事業用固定資産の価額は、その種類に応じて次のように計算します。 

① 固定資産･･･大震災により損失が生じた日にその固定資産の譲渡があったものとみな

した場合のその固定資産の取得費とされる金額に相当する金額 

② 繰延資産･･･その繰延資産の額から、その償却費として大震災による損失が生じた年の

前年以前の各年分において所得の金額の計算上必要経費に算入された金額

の累積額を控除した金額 

なお、事業用固定資産の価額の合計額とは、その方の事業所得に係る事業用固定資産の
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価額の合計額をいいます。したがって、大震災により被災した事業用固定資産以外にも事

業用固定資産を有する場合には、その事業用固定資産の価額も合計した額となります。 

(注３) 事業資産震災損失額の計算に当たっては、東日本大震災により被害を受けたその者の保

有する事業用資産等の損失額のほか、その事業用資産等につき通常の使用をするために支

出した復旧費用(原状回復費用)が災害関連支出として、事業用資産震災損失額に含まれま

す。 

    この原状回復費用は、災害のやんだ日から一年を経過した日の前日までに支出したもの

が対象となっていましたが、平成 23 年 12 月の所得税法施行令の改正により、大規模な災

害の場合には、災害のやんだ日から１年を超え３年を経過した日の前日までに支出した費

用も対象に追加されました。なお、原状回復費用は、実際に支出した年において災害関連

支出として計上し、その年において生じた純損失の金額については繰越控除の適用を受け

ることになります。 

    純損失の繰越控除の特例は、東日本大震災により生じた純損失の金額の繰越期間を５年

間(所得税法では３年間)とする特例であり、東日本大震災により生じた純損失の金額が純

損失の繰越控除の特例の対象となるものであるかどうかを明確にする観点から、純損失の

繰越控除の特例の適用要件の判定に当たっては、災害のやんだ日の翌日から３年を経過し

た日の前日までに支出が見込まれる原状回復費用についても、見積書により事業資産震災

損失額に算入しても差し支えないこととします。 

 

(2) 不動産所得者又は山林所得者の場合 

  

              不動産等震災損失額(注１) 

                                      ≧ 10％ 

       その者の不動産所得又は山林所得 

       事業用固定資産の価額の合計額(注２) 

(注１) 「不動産等震災損失額」とは、その方の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に

供される事業用固定資産の大震災による損失の金額の合計額をいいます。なお、①及び②

の損失の金額が、平成 22 年及び平成 23 年等複数の年において生じた場合にはその合計額

となります。事業用固定資産及びその損失の金額については、事業所得者の場合と同じで

す。 

また、不動産所得と山林所得とは、別々に割合を計算します。 

(注２) 事業用固定資産の価額及び合計額については、事業所得者の場合と同じです。 

 

【法令等】 

所法 70、所令 203、震災特例法７、震災特例令９ 

平成 23年 12月 27日改訂 
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６ 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求 

 

問 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等の適用により、棚卸資産、事業用の固

定資産又は山林について大震災により生じた損失の金額を平成 22 年分の事業所得の計算上必

要経費に算入した場合において、平成 22 年分において生じた純損失の金額を平成 21 年分に繰

り戻して還付を受けることはできますか。 

  平成 21 年分及び平成 22 年分において青色申告書を提出しています。 

 

(答) 

青色申告者がその年において生じた純損失の金額については、その前年においても青色申告書

を提出している場合には、その前年分に繰り戻して還付を受けることができることとされていま

す。 

青色申告者が、被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例を適用し、棚卸資産、事業

用の固定資産又は山林について大震災により生じた損失の金額（以下「被災事業用資産震災損失

額」といいます。）を、平成 22 年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した場合において

も、平成 22 年において生じた純損失の金額を繰戻し還付の規定により平成 21 年分の所得税から

還付を受けることができます。 

この場合において、平成 22 年分の純損失の金額のうちに、大震災により生じた被災事業用資産

の損失による純損失の金額(被災純損失金額)とその他の純損失の金額とがあるときは、繰戻し還

付による還付金額の計算の基礎となる金額は、先ずその他の純損失の金額から成るものとされて

います。 

(注１) 平成 21 年分に繰り戻さなかった部分の被災純損失の金額は、平成 23 年分以後５年間に

わたり繰り越すことができます。 

(注２) 事業用資産の震災損失額について、被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例

を適用するために更正請求書を提出する場合には、その更正請求書の提出と同時に純損失

の繰戻し還付請求書を提出します。 
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【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法令等】 

 震災特例法６、所法 70、140、震災特例令８、震災特例法附則２ 
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７ 被災事業用資産の損失と繰戻し還付請求(死亡した方) 

 

問 大震災により死亡した青色申告者の事業用資産の震災損失額を平成 22 年分の事業所得の金

額の計算上必要経費に算入しました。その結果、純損失の金額がある場合、その純損失の取扱

いはどうなりますか。 

  平成 21 年分及び平成 22 年分において青色申告書を提出しています。 

 

(答) 

 青色申告者の相続人が、被災事業用資産の必要経費算入に関する特例を適用し、事業用資産の

震災損失額を平成 22 年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する申告をした場合に生じ

た純損失の金額は、平成 21 年分へ繰戻し還付を行うことができます。更に、平成 23 年分の所得

税に繰り越して控除を受けることができます。 

 

【法令等】 

 震災特例法６、所法 140⑤、141、震災特例令８ 
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８ 被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例等の会計処理 

 

問 特例法の被災事業用資産の損失の必要経費算入等の特例等の適用を受けた場合には、それら

についての会計処理はどのように行えばよいのでしょうか。 

 

(答) 

 次に掲げる資産の種類の区分に応じて、それぞれ次に掲げる会計処理を行います。 

１ 棚卸資産 損失額 50 

(1) 売上原価で処理する場合 

① 平成 22 年 12 月 31 日(平成 22 年分の確定申告書の提出時の修正) 

 売上原価 

 (被災損失引当金繰入損) 

50 / 被災損失引当金 50 

② 平成 23 年 12 月 31 日     

 被災損失引当金 50 / 売上原価 

(被災損失引当金取崩益) 

50 

(2) その他の科目で処理する場合 

 ① 平成 22 年 12 月 31 日(平成 22 年分の確定申告書の提出時の修正) 

 被災棚卸資産損失額 

 (被災損失引当金繰入損) 

50 / 被災損失引当金 50 

  ② 平成 23 年 12 月 31 日 

 被災損失引当金 50 / 被災損失引当金取崩益 50 

     

２ 固定資産   損失額 200     

 (1) 平成 22 年 12 月 31 日(平成 22 年分の確定申告書の提出時の修正)  

   被災固定資産損失額 

   (被災損失引当金繰入損) 

200 / 被災損失引当金 200 

 (2) 平成 23 年 12 月 31 日     

   被災損失引当金 200 / 固定資産 200 

     

３ 山林     損失額 100     

 (1) 平成 22 年 12 月 31 日(平成 22 年分の確定申告書の提出時の修正) 

   被災山林損失額 

   (被災損失引当金繰入損) 

100 / 被災損失引当金 100 

 (2) 平成 23 年 12 月 31 日     

   被災損失引当金 100 / 山林 100 

     

平成 23年５月 13日改訂 
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９ 棚卸資産の寄附 

 

問 寝具店を経営する事業所得者ですが、大震災の被災者に対し、棚卸資産である時価 100

万円相当額の毛布や布団を無償で提供しました。この場合の所得税法上の取扱いはどうなり

ますか。 

 

(答) 

棚卸資産を寄附した場合には、その資産の時価相当額を事業所得の金額の計算上総収入金額に

算入することとなります。 

なお、その寄附先が寄附金控除の対象となる国、地方公共団体等である場合には、その時価相

当額で寄附があったものとして、寄附金控除の対象となります。 

 

【法令等】 

所法 40①、78②一、所基通 39－１ 

 

 



９－５ 補てんされる金額の取扱い 

 

問 大震災により被災した事業用資産について、保険金を受け取りました。 

  この場合の保険金の所得税の取扱いはどうなりますか。 

 

(答) 

１ 棚卸資産について受け取った保険金 

  被災した棚卸資産について受け取る保険金は、事業所得の金額の計算上総収入金額に

算入することになります。 

 

２ 事業用固定資産について受け取った保険金 

  被災した事業用固定資産について受け取る保険金は非課税となりますが、必要経費に

算入される事業用固定資産に係る損失の金額の計算上その保険金の額を控除します。 

 (注) その受け取る保険金の額が、その損失額を超える場合には、その超える部分の金額

も非課税となります。 

 

【法令等】 

 所令 30 二、94①一 

 

平成 23年５月 16日追加 
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9-6 災害損失特別勘定 

 

問 災害損失特別勘定とはどのようなものですか。 

 

(答) 

事業を営む個人が、平成 23 年分において、大震災により被害を受けた被災事業資産(注)の修

繕等のために、平成 24 年 1 月 1 日から同年３月 11 日(災害のあった日から１年を経過する日)

までの間に支出すると見込まれる費用の適正な見積額を、災害損失特別勘定に繰り入れたときは、

その繰り入れた金額を事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することが認められます。 

(注１) 「被災事業資産」とは、①個人の有する棚卸資産及び事業所得等を生ずべき事業の用に

供する固定資産(契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除きます。)、

②個人が賃借をしている資産若しくは販売等をした資産で契約によりその個人が修繕等

を行うこととされているもの、③山林で災害により被害を受けたものをいいます。 

(注２)「事業所得等」とは、不動産所得(不動産等の貸付けが事業として行われているものに限

ります。)、事業所得及び山林所得をいいます。 

 

災害損失特別勘定の内容は、以下のとおりです。 

１ 繰入年分 

 平成 23年分 

２ 繰入対象となる修繕費等の額 

被災事業資産の修繕等のために要する費用で、平成 24年 1月 1日から同年 3月 11日(災

害のあった日から１年を経過する日)までに支出すると見込まれる次の①から④に掲げる

費用(以下「修繕費用等」といいます。)の見積額。 

ただし、修繕費用等について、保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの

により補てんされる金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額が対象となり

ます。 

① 被災事業資産の取壊し又は除去のために要する費用 

② 大震災により生じた土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する

費用 

③ 被災事業資産の原状回復のための修繕費 (所得税基本通達 37－12 の２((災害の復旧

費用の必要経費算入))に定める被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は

土砂崩れの防止等のために支出する費用を含みます。) 

④ 被災事業資産の損壊又はその価値の減少を防止するために要する費用 

 

３ 災害損失特別勘定の取り崩し 

被災事業資産に係る修繕費用等の額として、平成24年分の事業所得等の金額の計算上必

要経費に算入した金額については、当該必要経費に算入した金額に相当する災害損失特別

勘定の金額を取り崩し、平成24年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入しま

89-3 



す。 

また、平成24年12月31日において災害損失特別勘定の残額がある場合には、当該残額を

平成24年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入します。 

(注) 被災事業資産に係る修繕等がやむを得ない事情により平成 24年 12月 31日までに完了し

なかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合には、所轄税務署

長の確認を受けることで、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する年分まで、その

取崩しを延長することができます。 

 

【法令等】 

諸費用通達２、４、５ 

 

平成 23年６月 21日追加 
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9-7 賃貸の用に供している建物の修繕費用 

 

問 事務所用に賃借している建物が、大震災により被害を受けたため、原状回復のための補修

を行いましたが、この費用の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

事業を営む個人が、賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいいます。以下同じ

です。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、その賃借資産が大震災により被害を受

けたため、その賃借資産の原状回復のための補修を行った場合は、その補修のために要した費用

の額を修繕費として、事業所得等の金額の計算上、必要経費にすることができます。 

なお、修繕等の補修義務がない賃貸をしている資産や販売をした資産につき補修のための費用

を支出した場合においても、同様となります。 

(注１) この取扱いにより修繕費として取り扱う費用の額は、災害損失特別勘定の繰入れの対象

にはなりません。 

(注２) 個人が、その修繕費の額として、必要経費に算入した金額に相当する金額につき賃貸人

等から支払を受けた場合には、支払を受けた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、

総収入金額に算入します。 

(注３) 個人が賃借しているリース資産が大震災により被害を受けたため、契約に基づき支払う

こととなる規定損害金(免除される金額や平成23年12月31日までに実際に支払った金額

を除きます。)について、平成 23 年分において必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

 諸費用通達９ 

 

平成 23年６月 21日追加 
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9-8 賃借権の放棄 

 

問 居住の用に供するために賃借していたマンションが大震災により損壊したため、残りの賃借

期間についてその賃借権を放棄しました。この場合、すでに支払った権利金の取扱いはどのよ

うになりますか。 

 

(答) 

大震災により、権利金を支払って賃借していた居住用の家屋が損壊したため、賃借権を放棄し

た場合におけるその権利金の被災時現在の未償却残額に相当する部分の金額については、雑損控

除の対象となる損失額に含まれます。 

(注) 「その権利金の被災時現在の未償却残額に相当する部分」とは、その権利金を繰延資産と

みなして事業所得の金額の計算の例により償却することとした場合に被災時現在において残

存する部分をいいます。 

 

平成 23年 6月 21日追加 
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10 損害賠償金の取扱い 

 

問 クリーニング店を営んでいますが、大震災により、お客様から預かっていた衣装が滅失し

ました。このため、お客様に損害に対する賠償金を支払いましたが、この賠償金は事業所得

の金額の計算上必要経費になりますか。 

 

(答) 

お客様に支払った損害賠償金は事業所得の金額の計算上必要経費になります。 

 また、災害により事業に関連して保管している第三者の物品について損害が生じた場合に支

払う損害賠償金は、災害関連費用として被災事業用資産の損失の金額となることから、納税者

の選択により、平成 22 年分又は平成 23 年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入するこ

とができます。 

 

【法令等】 

 所法 37、45、70③、所令 203、所基通 70－８(2) 
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【農業所得関係】 

 

11 農産物に生じた損失 

 

問 収穫前、収穫後の作物が津波により流出しました。この場合の損失の金額の取扱いはどの

ようになりますか。 

 

(答) 

収穫前、収穫後に関わらず、作物に係る損失の金額は、納税者の選択により、平成 22 年分又は

平成 23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入することとなります。 

なお、その収穫前の作物に係る損失に関し共済金が支給された場合、その共済金は、平成 23 年

分の事業(農業)所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなりますが、納税者が作物に

係る損失の金額を平成 22 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入した場合には、

その共済金は、その作物に係る損失の金額を限度として平成 22 年分の事業(農業)所得の金額の計

算上、総収入金額に算入することとなります。 

 

【法令等】 

所法 37①、震災特例法６①、震災特例令５② 

 

 

12 未収穫農作物に係る損失の金額の計算 

 

問 未収穫農作物が流出した場合の損失の金額の計算方法はどのようになりますか。 

 

(答) 

野菜等の立毛など未収穫の農作物が災害により枯死、倒伏、流出、冠水等をしたことにより、

滅失した場合の損失の金額は、その農作物に係る種苗費の額並びに成熟させるために要した肥料

費、労務費及び経費の額の合計額が、収穫できた部分の農作物の収穫時の価額の合計額を超える

場合におけるその超える部分の金額に相当する金額となります。 

 なお、損失の金額を計算する場合の計算単位は、農作物の種類、ほ場の区分等により、その損

失額を合理的に計算できる範囲を単位として差し支えありません。 

 

【法令等】所法 37①、所基通 70-3 
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13 農業用固定資産が滅失した場合 

 

問 農業用機械、ビニールハウス等が大震災により滅失しました。この場合の損失の金額の取

扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

減価償却資産である農業用機械、ビニールハウス等が滅失した場合、その損失の金額(未償却残

高)は、納税者の選択により、平成 22 年分又は平成 23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必

要経費に算入することとなります。 

 

【法令等】 

所法 51①、震災特例法６② 
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14 農業用固定資産を修繕した場合 

 

問 農業用機械、ビニールハウス等が大震災により損壊したため修繕を行いました。この場合

の修繕費用の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

農業用機械、ビニールハウス等が損壊したため修繕した場合、その 修繕費用(原状回復費用)は、

その修繕費用の発生した日の属する年分の事業(農業)所得の金額の計算上必要経費に算入するこ

ととなります。 

 なお、その修繕費用を平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日

までに支出した場合、その修繕費用は、納税者の選択により、平成 22 年分の事業(農業)所得の金

額の計算上、必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

所法 37①、70③、所令 203 二ロ、震災特例法６② 

 

平成 23年５月 13日改訂 

 

15 津波による田畑の被害 

 

問 田畑が津波により浸水し、海水や泥が滞留しました。 

この田畑について生じた損失の金額の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

滞留した海水や泥を除去する費用や地質改良に要した費用(原状回復費用)は、その費用の発生

した日の属する年の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入することとなります。 

 なお、その費用を平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日まで

に支出した場合、その費用は、納税者の選択により、平成 22 年分の事業(農業)所得の金額の計算

上、必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

所法、37①、70③、所令 203 二イ、震災特例法６② 

 

平成 23年５月 13日改訂 
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16 原子力発電所の事故による損失 

 

問 原子力発電所の事故による災害により、農作物や原乳を廃棄した場合の損失の取扱いはど

のようになりますか。 

 

(答) 

 震災特例法の対象となる「東日本大震災」については、「東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う

原子力発電所の事故による災害」と規定されており、福島県の原子力発電所事故による災害も対

象となります。 

したがって、例えば、原子力災害対策特別措置法に基づいて行なわれた避難指示や食品の出荷

制限によって、廃棄を余儀なくされた農作物等の棚卸資産に係る損失など、地震や津波などによ

る事業用資産の滅失と同様の損失と認識できるものについては、棚卸資産について大震災により

生じた損失の金額として震災特例法における被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等や純

損失の繰越控除の特例などが適用されることとなります。 

 

【法令等】 

所法 37①、震災特例法２①、６① 

 

 

17 風評被害による損失 

 

問 原子力発電所の事故に伴う風評被害により、農作物が出荷できない等の被害が生じているが、

この損失も「原子力発電所の事故による災害」に含まれるのか。 

 

(答) 

１ いわゆる風評被害の震災特例法上の取扱いについては、損失の実態や、原子力損害賠償法の

補償の範囲や指針などを踏まえ、その結論と整合的に取り扱うこととなるものと考えています。 

(注) 例えば、原子力損害賠償法の補償の対象とされるなど、地震や津波などによる事業用資産

の滅失と同様の損失と認識できるものについては、震災特例法における被災事業用資産の必

要経費算入に関する特例等や純損失の繰越控除の特例などが適用されることとなります。 

 

２ なお、農業所得に係る所得税の計算に当たっては、収入金額から必要経費を控除して計算す

ることになっているので、災害によってその収入金額が減少した場合や必要経費が増加した場

合には、課税の対象となる所得金額は自動的に減少する仕組みになっています。 

 

【法令等】 

 震災特例法２① 

 

平成 23年 12月 27日改訂 
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【畜産業関係】 

 

18 家畜の損失 

 

問 家畜が大震災により死亡しました。 

この場合の損失の金額の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

１ 棚卸資産である家畜が死亡した場合、その家畜に係る損失の金額は、納税者の選択により、

平成 22 年分又は平成 23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入することとな

ります。なお、その死亡した家畜の損失に係る共済金が支給された場合、その共済金は、平成

23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなりますが、納税者が

家畜に係る損失の金額を平成 22 年分の事業(農業)所得の金額の計算上必要経費に算入した場

合には、その共済金は、その家畜に係る損失の金額を限度として平成 22 年分の事業(農業)所

得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなります。 

 

２ 減価償却資産である家畜が死亡した場合、その損失の金額(未償却残高)は、納税者の選択に

より、平成 22 年分又は平成 23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入するこ

ととなります。なお、家畜の損失に係る共済金が支給された場合、その家畜に係る損失の金額

からその共済金を控除した金額を必要経費に算入することとなります。 

 

【法令等】 

所法 37①、51①、震災特例法６①②、震災特例令５② 

 

平成 23年５月 13日改訂 

 

19 畜産用固定資産の損失 

 

問 畜産用車両、畜舎等が大震災により滅失しました。 

この場合の損失の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

減価償却資産である畜産用車両、畜舎等が滅失した場合、その損失の金額(未償却残高)は、納

税者の選択により、平成 22 年分又は平成 23 年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に

算入することとなります。 

 

【法令等】 

所法 51①、震災特例法６② 
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20 畜産用固定資産の修繕 

 

問 畜産用車両、畜舎等が大震災により損壊したため修繕を行いました。この場合、修繕費用

の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

畜産用車両、畜舎等が損壊したため修繕した場合、その修繕費用(原状回復費用)は、その修繕

費用の発生した日の属する年分の事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入することとな

ります。 

 なお、その修繕費用を平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日

までに支出した場合、その修繕費用は、納税者の選択により、平成 22 年分の事業(農業)所得の金

額の計算上、必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

所法 37①、70③、所令 203 二ロ、震災特例法６②、震災特例令６② 

 

平成 23年５月 13日改訂 

 

21 津波による牧場等の損失 

 

問 家畜業に供している土地について、津波により海水や泥が滞留しました。 

この土地について生じた損失の金額の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

滞留した海水や泥を除去する費用や地質改良に要した費用(原状回復費用)は、その費用の発生

した日の属する事業(農業)所得の金額の計算上、必要経費に算入することとなります。 

なお、その費用を平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日まで

に支出した場合、その費用は、納税者の選択により、平成 22 年分の事業(農業)所得の金額の計算

上、必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

所法 37①、70③、所令 203 二イ、震災特例法６②、震災特例令６② 

 

平成 23年５月 13日改訂 
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【漁業関係】 

 

22 漁船等の損失 

 

問 漁船、機械等が津波により滅失しました。 

この場合の損失の金額の取扱いはどのようになりますか。 

 

(答) 

漁船、機械等が滅失した場合、その損失の金額(未償却残高)は、納税者の選択により、平成 22

年分又は平成 23 年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することとなります。 

 

【法令等】 

所法 51①、震災特例法６② 

 

 

23 漁船等の修繕費用 

 

問 漁船、機械等が津波により損壊したため修繕を行いました。この場合の費用の取扱いはど

のようになりますか。 

 

(答) 

減価償却資産である漁船、機械が損壊したため修繕した場合、その修繕費用(原状回復費用)は、

その修繕費用の発生した日の属する年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することとな

ります。 

なお、その修繕費用を平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日

までに支出した場合、その修繕費用は、納税者の選択により、平成 22 年分の事業所得の金額の計

算上、必要経費に算入することができます。 

 

【法令等】 

所法 37①、70③、所令 203 二ロ、震災特例法６②、震災特例令６② 

 

平成 23年５月 13日改訂 

 



第７ 住宅借入金等特別控除の取扱い 

 

１ 住宅借入金等特別控除の取扱い(居住の用に供することができなくなった場合) 

 

問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により倒壊し、居

住の用に供することができなくなりました。平成 23年分について住宅借入金等特別控除

の適用は受けられますか。 

 

(答) 

居住の用に供していた家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合に

は、居住の用に供することができなくなった日まで引き続き居住の用に供していれば、そ

の年については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。したがって、平

成 23年分についても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 

この適用を受ける場合の住宅取得資金の借入金の年末残高等証明書(以下「残高等証明書」

といいます。)は、災害により居住の用に供することができなくなった日の住宅借入金等の

残高が証明されたものが必要です。 

なお、金融機関等から住宅借入金等の年末予定額が記載された残高等証明書がすでに送

付されている場合には、金融機関等に災害により居住の用に供することができなくなった

日の住宅借入金等の残高が記載された年末残高等証明書の交付の申請をすることによりそ

の交付を受けることができます。 

今回の大震災に関しこの交付の申請を行えない場合には、お手許にある年末予定額の残

高等証明書で住宅借入金等特別控除額を計算し、その適用を受けても差し支えありません。 

(注) この場合、住宅借入金等特別控除額が少なく計算されることとなる場合があります。 

 

【法令等】 

 措法 41① 

 

平成 23年 12月 27日改訂 
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２ 住宅借入金等特別控除の取扱い(一時的に居住の用に供していない場合) 

 

問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が大震災により一部損壊し、一時

的に居住の用に供することができなくなりました。この場合、本年分及び残りの控除期間に

ついて住宅借入金等特別控除の適用は受けられますか。 

 

(答) 

大震災により、居住の用に供していた家屋の一部が損壊するなどして、その損壊部分の補修工

事等のため一時的にその者がその住宅を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、そ

の期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとして、住宅借入金等特別控除の適用を受

けることができます。 

 

【法令等】 

 措法 41①、措通 41－２(2) 
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３ 住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例 

 

問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により倒壊し、居住の用

に供することができなくなりました。残りの控除期間について住宅借入金等特別控除の適用は

受けられますか。 

 

(答) 

居住の用に供していた家屋が大震災によって居住することができなくなった場合には、居住で

きなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、平成 23 年分については住宅借入金等特

別控除が受けられます。 

 また、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により滅失等し居住の用に供

することができなくなった場合には、平成 24 年分以後の各年の 12月 31 日において住宅借入金等

を有するときは、その家屋について残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適

用を受けることができることとされました。 

 

【法令等】 

 震災特例法 13、措法 41、41 の３の２ 
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第８ 義援金・見舞金等 

 

１ 災害義援金 

 

問 大震災に関し、日本赤十字社や新聞・放送等の報道機関等の募金団体に対して災害義援金

を拠出した場合、この災害義援金は寄附金控除の対象となりますか。 

 

(答) 

個人が、大震災に際して募金団体に義援金等を寄附する場合には、その義援金等が最終的に国、

地方公共団体に拠出されるものである場合には、「国等に対する寄附金」として、寄附金控除の対

象となる寄附金に該当します。  

具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報

道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたとき

には、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。 

(注) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠

出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。 

 

【法令等】 

 所法 78②一、所基通 78－５ 
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２ 災害義援金の募集に係る確認手続き 

 

問 ○○団体として災害義援金を募集し地方公共団体へ拠出したいと考えていますが、この場

合、税務上どのような手続きが必要ですか。 

 

(答) 

日本赤十字社や新聞・放送等の報道機関等の募金団体が募集する災害義援金等が、募金趣意書

等により、最終的に地方公共団体が組織する義援金配分委員会等に対して拠出されることが明ら

かにされている場合には、その災害義援金等は国等に対する寄附金として寄附金控除の対象とな

る特定寄附金に該当します。 

義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当する

かどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門におたずね下さい。 

なお、税務署では募金団体に対して拠出した義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるもの

であるかどうか次の手続きにより確認します。 

 

１ 国内の災害に際して募金団体が募集する義援金等が地方公共団体に対する寄附金に該当する

かどうかの確認、募金団体からの照会に対する対応の事務は、その緊急性、手続の簡素化等が

求められていることにかんがみ、原則として、その募金団体の主たる事務所の所在地を所轄す

る税務署長が行います。 

 

２ 募金団体から照会があった場合には、募金要綱、募金趣意書等により、その義援金等が最終

的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかであるかどうかを確認した上で、地

方公共団体に対する寄附金に該当することになる旨を回答します。 

また、これと併せて、次の事項について確認を行います。 

なお、募金団体と想定されるもので、その募金団体から寄附金等に関する取扱いにつき照会

が行われていないもの(新聞報道等からでは、義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して

拠出されるかどうかが明らかでないものを含みます。)を新聞報道等で把握した場合も、必要に

応じ次の事項について確認を行います。 

(1) 確認事項 

イ 募金団体の名称、代表者名、所在地 

ロ 募集した義援金等の受付の専用口座等 

ハ 募集した義援金等の拠出先等 

ニ 募金要綱、募金趣意書の有無等 

(注) その義援金等が地方公共団体に対する寄附金であることを明記した募金要綱、募金趣

意書のあることが望ましいですが、募金団体が募金要綱や募金の趣旨等を新聞紙上等で

広く一般に周知している場合は、これを確認することにより募金要綱、募金趣意書の有

無の確認に代えて差し支えありません。 

ホ 預り証等の発行の有無等 

(注) 義援金等の受付の専用口座へ振り込む場合を除き、地方公共団体に対する寄附金であ

る旨を明記した預り証等を発行することが望ましいですが、募金活動終了後に新聞紙上
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に募金者の氏名等を掲載することとしている場合には、その旨を確認することにより預

り証等の発行の有無の確認に代えて差し支えありません。 

(2) 事後報告事項 

募金活動を終了した場合には、(1)の確認を行った税務署長に対して義援金配分委員会等が

受領したことを証する書類の写し及び収支報告書を提出します。 

(注) 収支報告書を新聞紙上に掲載すること等により広く一般に周知する場合は、これにより

収支報告書の提出に代えて差し支えありません。 

 

【法令等】 

 所基通 78－５、事務運営指針(平成 14 年２月 25 日付課法２－３ほか 1 課共同「国等に対する

寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について」(事務運営指針)) 
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３ 見舞金を受け取った場合 

 

問 大震災後、友人、知人から見舞金を受け取りましたが、この見舞金の課税はどのよう

になりますか。 

 

(答) 

個人が、友人や知人から見舞金や義援金を受け取った場合には、その見舞金等がその受

贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについて

は贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。 

 

【法令等】 

 所法９十六、十七、所令 30三、所基通９－23、相基通 21の３－９ 

 

 

３－２ 日本赤十字社からの義援金の配分を受けた場合 

 

問 日本赤十字社が募集している義援金の配分を受けました。この受け取った義援金の課

税関係はどうなりますか。 

 

(答) 

 被災者の方が、日本赤十字社等が募集する東日本大震災義援金の配分を受けた場合は、

所得税法上、非課税となります。 

 なお、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないこと

から雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。 

(注)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「災害弔慰金」、被災者生活再建支援法に基

づく「被災者生活再建支援金」についても非課税となります。 

 

【法令等】 

所令 30三、災害弔慰金の支給等に関する法律６、被災者生活再建支援法 21 

 

平成 23年５月 16日追加 
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４ 震災関連寄附の税制上の措置 

 

問 大震災に関する寄附金に係る税制上の措置はどのようなものがありますか。 

 

(答) 

震災関連寄附をする団体等に応じ、寄附金控除の特例又は税額控除が受けられます。 

(注１) 被災地域の地方公共団体とは、東日本大震災により著しい被害(被災者生活再建支援法施

行令第１条各号に規定する被害をいいます。)を受けた地方公共団体をいいます。 

(注２) 認定ＮＰＯ法人に対する寄附金については、東日本大震災による被災者に対する救護活

動等に必要な資金に充てるものとして財務大臣が指定し所轄国税局長が確認したものは寄

附金控除の特例又は税額控除のいずれかを選択できます。 

(注３) 社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が行う平成 23 年東北地方太平洋沖地

震又は長野県北部（※）の地震による被災者の救護活動等に必要な資金に充てるもので、

社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金は、寄附金控除の特例又は税額控

除のいずれかを選択できます。 

   ※ 平成 23 年３月 12 日に発生した長野県北部を震源とする地震をいいます。 

(注４) 公益法人等に対する寄付金で東日本大震災により滅失又は損壊したためその利用の継続

が困難である建物等の原状回復のために要する費用に充てるためのものについて財務大臣

が指定した寄附金は、寄附金控除のみの対象となります。 

 

【法令等】 

 震災特例法８、震災特例令 10 

 

平成 23年５月 13日改訂 

 

団  体  等 
寄附金控除の特例(所得控除) 

※大震災に関連するもの 

税額控除 

※被災者支援活動に充てられるもの 

国 ○ × 

被災地域の地方公共団体 

(注１) 
○ × 

指定寄附金① 

(認定ＮＰＯ法人) 

(注２) 

○ ○ 

指定寄附金② 

(共同募金会連合会) 

（注３） 

○ ○ 

指定寄附金③ 

(その他(文化財修復など)) 

(注４) 

○ × 



５ 震災関連寄附金の具体的計算 

 

問 平成 23 年４月１日に被災地域の地方公共団体に 250 万円の寄附をしました。 

この寄附のほか 100 万円の震災関連寄附金以外の特定寄附金を支払いました。なお、平成

23 年分の所得金額は 500 万円です。 

 

(答) 

 寄附金控除額の計算は次によります。 

 寄附金控除額＝ 

震災関連寄附金以外の       震災関連寄附金 

寄附金の額の合計額(※１) ＋   の額の合計額    － 2,000 円 

 

(※２)  

 ※１ 所得金額の 40％相当額を限度とします。 

 ※２ 所得金額の 80％相当額を限度とします。 

 

 具体的には、 

(1) 震災関連寄附金以外の寄附金の額 

100 万円 ＜ 所得金額 500 万円×40％＝200 万円 

  ⇒ 震災関連以外の寄附金の額 100 万円 

(2) 寄附金控除額の計算 

  震災関連寄附金以外の寄附金の額 100 万円 ＋ 震災関連寄附金の額 250 万円＝350 万円 

  350 万円 ≦ 所得金額 500 万円×80％＝400 万円 

  ⇒350 万円 

  350 万円－2,000 円＝3,498,000 円が寄附金控除額となります。 

 

【法令等】 

 所法 78、震災特例法８ 

 

平成 23年６月 21日改訂 
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６ 災害見舞金に充てるための同業者団体等の分担金 

 

問 加入している同業者組合では、組合員が災害にあった場合に、災害見舞金に充てるために組

合員から分担金を集めています。今回の大震災においてこの分担金を支払いましたが、この支

出した金額は必要経費になりますか。 

 

(答) 

業務を営む個人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について大震災により損

失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合

理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出した日の属する

年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。 

 

【法令等】 

所基通 37－９の６ 
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第９ 申告手続き等 

 

１ 手続き等を行う税務署 

 

問 避難所等に避難していますが、還付等の手続きはどこで受け付けてもらえますか。 

 

(答) 

 納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方からの(国税に関する)ご相談や申告等の

手続きについては、避難所等の最寄りの税務署においても受け付けています。 

 

 

２ 手続きに必要なもの 

 

問 雑損控除又は災害減免法による税金の軽減免除を受けるための手続きには、どのようなもの

が必要ですか。 

 

(答) 

雑損控除又は災害減免法による税金の軽減免除を適用し所得税の軽減を受けるための計算をす

るために、次の①から⑤までの書類等をご用意願います。なお、手続きをスムーズに行うため、

市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合には、同証明書を持参していただくようお願

いします。  

① 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額等)が分かるもの 

② 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出

した金額の明細の分かるものとその領収書 

③ 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額が分かるもの 

④ 所得金額の計算に必要な書類(給与所得者の場合には「給与所得の源泉徴収票」) 

⑤ 既に確定申告を行った方で更正の請求により雑損控除の特例又は災害減免法の特例の適用を

受ける場合には、その申告書の控え 

 なお、これらの書類がない場合には、税務署窓口でその旨お話しください。 



３ 添付書類が手許にない場合 

 

問 給与所得の源泉徴収票が津波により流出しました。給与所得の源泉徴収票は確定申告書に添

付が必要とされていますが、確定申告等の手続きはどのようにしたらよいですか。 

 

(答) 

 給与所得者が雑損控除等の適用を受けるために確定申告を行う場合には、確定申告書等に源泉

徴収票を添付することが必要とされています。 

 源泉徴収票を津波により紛失した場合には、給与の支払者に再発行を請求していただく必要が

ありますが、再発行を請求できない場合や、その給与の支払者も大震災により被害を受け源泉徴

収票を再発行しうる状況にない場合には、税務署窓口でご相談ください。 

 

【法令等】 

 所法 120③、所令 262③ 

 

 

４ 帳簿書類の喪失(所得税確定申告) 

 

問 津波により帳簿書類が流出してしまいましたが、申告(決算)はどのように行えばよいので

しょうか。 

 

(答) 

所得税法上、事業所得の金額は、その年分の総収入金額から必要経費の額を差し引いて計算す

ることとされており、その計算は、原則として記帳記録等に基づいて行うこととされています。 

津波により帳簿書類が流出し、所得計算ができない場合などには、例えば、その前年分の所得

金額を参考にしたり、取引先に取引内容を照会するなど合理的な方法により所得計算を行うこと

となります。 

前年分の所得計算の内容を参考とする場合には、所轄税務署で決算書等の閲覧をすることがで

きます。 

なお、避難所等に避難されている場合には、その最寄りの税務署にご相談ください。 

(注) 申告を行った後に、帳簿書類等が確認でき、その帳簿書類等に基づき正しい税額等が算出

できた場合には、これを基に申告額を訂正（更正の請求又は修正申告）してください。 

 

平成 23年６月 24日改訂 
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〔問 申告するに当たって、決算書等の写し(コピー)をとることは可能でしょうか。〕 

 

(答) 

 納税者の方が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要が

ある場合には、税務署に提出されている申告書等の閲覧をすることが可能です。 

 さらに、災害等により申告書等のみならず帳簿書類等も消失している場合などについては、り

災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、閲覧に加え、申告書等の作成に必要な部分

について、無料でコピーの交付を行っています。 

 なお、避難所等に避難されている場合には、その最寄りの税務署でお手続きをしてください。 

 

５ 帳簿書類の喪失(青色申告の特典) 

 

問 青色申告書を提出する事業所得者ですが、大震災により帳簿書類をなくした場合、青色申

告の特典は認められますか。 

 

(答) 

所得税法上、青色申告者には、一定の記帳と帳簿書類の保存が義務付けられている一方、青色

申告特別控除などの所得計算上の特典を受けることができます。 

ところで、大震災により帳簿書類を喪失された青色申告者についても、大震災前までは、所定

の帳簿書類を備え付け、記帳し、保存していたものと考えられますから、そのような方が何らか

の合理的な方法により所得計算をして申告される場合には、原則として青色申告の特典は認めら

れるものと解されます。 

 

【法令等】 

 所法 148、57 ほか 

 

６ 帳簿書類の喪失(消費税仕入税額控除) 

 

問 帳簿書類を大震災により喪失しましたが、消費税額の計算上、仕入税額控除の適用は受け

られますか。 

 

(答) 

ご質問の場合は、災害その他やむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかった場

合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認

められます。 

 

【法令等】 

 消法 30⑦ただし書  
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７ 一般課税から簡易課税への変更 

 

問 帳簿書類が大震災により破損・滅失してしまいましたが、消費税の申告に当たり、一般課税

から簡易課税への変更は可能ですか。 

 

(答) 

 指定日までに消費税課税事業者選択(不適用)届出書又は消費税簡易課税制度選択(不適用)届出

書を提出した場合には、それらの届出書の本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日

の前日)までに提出されたものとみなして、被災した日を含む課税期間以後の課税期間について、

その適用を受けること(又はやめること)ができます。 

 詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた個人事業者の方へ 消費税法の特例に関する

お知らせ」(消(個)01)をご覧ください。 

 

【法令等】 

 震災特例法 42 

 

平成 23年５月 13日改訂 
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８ 雑損控除の特例を受けるための手続き 

 

問 雑損控除の特例を受けるための手続きはどのようになりますか。 

 

(答) 

 雑損控除の特例を適用するための手続きは、次のとおりです。 

 

１ 「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」の記入 

  生活に通常必要な資産について、大震災により被害を受けた場合の損失額は、その損失が生

じた時の時価を基礎として計算することとされていますが、大震災により被害を受けた生活に

通常必要な資産のうち、住宅、家財及び車両について個々に損失額を計算することが困難な場

合には、この明細書を使用して損失額の合理的な計算方法により損失額を計算します。 

(注) 次の場合には、「平成 年分 雑損失の金額の計算書」も併せて使用すると便利です。 

① 大震災に係る雑損失以外の雑損失がある場合 

② 損失額の合理的な計算方法以外の方法で住宅等の損失額を計算する場合 

③ 災害関連支出がある場合 

 

２ 確定申告書等への記入 

 (1) 平成 22 年分の確定申告書を提出していない場合 

   平成 22 年分の確定申告書を提出していない場合には、雑損控除額等を記載した平成 22 年

分の確定申告書を提出します。 

   この場合、平成 22 年分の所得金額から雑損控除額が引ききれるときは、その方の所得の種

類に応じ「申告書Ａ」又は「申告書Ｂ」を使用します。 

  (注)「申告書Ａ」は、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の

配当所得、一時所得だけの方が使用できます(予定納税額のある方は申告書Ｂを使用しま

す。)。 

   また、平成 22 年分の所得金額から雑損控除額が引ききれず、平成 23 年分以後雑損失の繰

越控除を適用する場合には、「申告書Ｂ」とあわせて｢申告書第四表｣を使用します。 

 (2) 平成 22 年分の確定申告書を既に提出している場合 

   平成 22 年分の確定申告書を大震災前に既に提出している場合には、震災特例法の施行日か

ら起算して１年を経過する日までに、更正の請求をすることにより雑損控除の特例の適用を

受けることができます。「更正の請求書」を提出し、その内容が正当であったときは、その内

容が税務署から通知されます。 

 

(注１) 上記の計算書は国税庁ホームページに掲載しています。なお、税務署にも用意してい

ます。 

(注２) 確定申告書の記載方法は、「平成 22 分所得税の確定申告の手引きＡ用(Ｂ用)」をご覧

ください。 
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９ 雑損控除の特例を受けるための申告書の記載方法 

 

問 雑損控除の特例の適用を受けるためには、その適用を受ける旨を申告書に記載することとさ

れていますが、どのように記載すればよいですか。 

 

(答) 

 雑損控除の特例の適用を受ける場合には、平成 22 年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求

書に、この特例の適用を受ける旨の記載をしなければなりません。 

 具体的には、申告書第二表の「雑損控除」の「損害の原因」欄に「東日本大震災」と記載して

いるか「損害年月日」欄に「23．３．11」と記載しているなど、平成 22 年分の雑損控除の対象と

した損失額が大震災により生じたことが明らかにされていれば、この特例の適用を受けようとす

る旨の記載があるものとして取り扱われます。 

 また、確定申告書に「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」が添付されていれば、この特

例の適用を受けようとする旨の記載があったものとして取り扱われます。 

 

【申告書第二表（Ｂ用）】 

 

 

 

 

 

 

 

【法令等】 

 震災特例法４、所法 72 
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10 特定雑損失の繰越控除を受ける旨の記載方法 

 

問 雑損控除の特例を適用して平成 22 年に引ききれず、平成 23 年分以後に繰り越す特定雑損失

が生じました。この特定雑損失を翌年以後に繰り越すための申告書への記載方法はどのように

なりますか。 

 

(答) 

平成 23 年分以降に繰り越す雑損失のうち、平成 22 年特定雑損失金額がある場合には、その金

額を申告書第四表に以下のとおり記載します。 

 

【申告書第四表(二)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法令等】 

 震災特例法５、所法 71 

 

うち、平成 22 年特定雑損失の金額  5,000,000 円 
5,000,000 



11 災害減免法の特例を受けるための申告書の記載方法 

 

問 災害減免法の特例の適用を受けるためには、この適用を受ける旨、被害の状況、損害金額を

申告書等に記載することとされていますが、どのように記載すればよいですか。 

 

(答) 

申告書第一表の「災害減免額・外国税額控除」欄の災害減免額を○で囲みます。 

 また、災害減免法による税金の軽減免除を受ける場合には、「損失額の明細書」を確定申告書

に添付することとされています。 

 震災特例法における災害減免法の特例の適用を受けるためには、この適用を受ける旨、被害の

状況、損害金額を申告書等に記載することとされています。 

 この適用を受ける場合で、損害金額が住宅又は家財の価額が２分の１を超えるか否かを判断す

るため、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」や「雑損失の金額の計算書」を使用した場

合には、それを確定申告書に添付することによりこれらの要件を満たすこととして取り扱われま

す。 

 

【法令等】 

 震災特例法 49、災免法２ 

 

平成 23年６月 21日訂正 

  

115 



 116 

12 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受けるための手続き 

 

問 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受けるための手続きはどのようになります

か。 

 

(答) 

(1) 平成 22 年分の確定申告書を提出していない場合 

  平成 22 年分の確定申告書を提出していない場合には、平成 22 年分の確定申告書を提出しま

す。 

 この場合、被災事業用資産の損失が必要経費に算入された「青色申告決算書」又は「収支内

訳書」を申告書と一緒に提出します。 

 また、平成 22 年分被災純損失金額を翌年以後繰り越す場合には、申告書第四表及び「平成

22 年分の所得税の＿_申告書(損失申告用)付表」も併せて提出します。 

 

(2) 平成 22 年分の確定申告書を既に提出している場合 

 平成 22 年分の確定申告書を大震災前に既に提出している場合には、被災事業用資産の損失が

必要経費に算入された「青色申告決算書」又は「収支内訳書」と「更正の請求書」を提出し、

その内容が正当であったときは、その内容が税務署から通知されます。 

また、平成 22 年分被災純損失金額を翌年以後繰り越す場合には、申告書第四表及び「平成

22 年分の所得税の＿_申告書(損失申告用)付表」も併せて提出します。 

 

(注１) 確定申告書や青色申告決算書等は国税庁ホームページに掲載しています。なお、税務

署にも用意しています。 

(注２) 確定申告書等の記載方法は、「所得税の確定申告の手引きＢ用」や「確定申告の手引き

(損失申告用)」、「青色申告決算の手引き」などをご覧ください。 
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13 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受ける旨の記載方法 

 

問 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等の適用を受ける場合、その適用を受ける旨及

びこれらの規定により必要経費に算入する金額を記載することとなっていますが、具体的には

どのように記載しますか。 

 

(答) 

 被災事業用資産の必要経費算入に関する特例等を受けようとする方は、平成 22 年分の青色申告

決算書又は収支内訳書の「◎本年中の特殊事情」欄に、例えば、「被災棚卸資産の損失額○○円」、

「被災固定資産の損失額○○円」などと記載することによって、この要件を満たすものとして取

り扱われます。 

 

【例：青色申告決算書３ページ（右下）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法令等】 

 震災特例法６、所法 70 

 

◎本年中における特殊事情 

 被災棚卸資産の損失額 ●●円 

被災固定資産の損失額 ●●円 
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14 住宅借入金等特別控除の適用期間の特例の手続き 

 

問 住宅借入金等特別控除の適用期間の特例を受けるための手続きはどのようになりますか。 

 

(答) 

 この特例の適用を受ける場合は、通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるための

手続きと同じです。 

 年末調整でこの控除を受けるための「年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控

除証明書」(以下「控除証明書」といいます。)又は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等

特別控除申告書」(以下「控除申告書」といいます。)が税務署から送付され、お手許にある場合

は、引き続きその証明書又は申告書を使用できます。また、その証明書又は申告書が消失した場

合には、税務署で再交付が受けられますので、最寄りの税務署におたずねください。 

 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下「残高等証明書」といいます。)が消失し

た場合には、金融機関にその再交付を申請してください。 

(注) 金融機関から交付を受ける残高等証明書は、各年の 12 月 31 日現在の住宅借入金等の金額

が記載されています。 

 

【参考】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類等 

 確定申告書を提出する方 年末調整で控除を受ける方 

適用を受ける最初の年分 以下の書類を申告書と一緒

に提出します。 

○必要事項を記入した「(特

定増改築等)住宅借入金等

特別控除の計算明細書」 

○残高等証明書、家屋の登記

事項証明書、売買契約書な

どの書類 

 

２年目以降の年分 以下の書類を申告書と一緒

に提出します。 

○必要事項を記入した「(特

定増改築等)住宅借入金等

特別控除の計算明細書」 

○残高等証明書 

○控除証明書(２年目：控除

申告書と一緒になってい

ます。)、控除申告書(３年

目以降) 

○残高等証明書 

  

【法令等】 

 措法 41⑮、41 の２の２、41 の３の２ 



15 震災関連寄附金の添付書類 

 

問 震災関連寄附金に係る寄附金控除又は税額控除を受ける場合にはどのようなものが必要で

すか。 

 

(答) 

１ 震災関連寄附金について、寄附金控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控

除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、震災関連寄附金の明細書並び

に震災関連寄附金を受領した旨（震災関連寄附金である旨を含みます。）、震災関連寄附金の額

及び震災関連寄附金を受領した年月日を証する書類の提示又は添付をする必要があります。 

(注)「震災関連寄附金」とは、国又は被災地域の地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関

連する指定寄附金をいいます。 

 

２ 特定震災指定寄附金について、税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除を

受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及

び特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類（その特定震災指定寄附

金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。）を確定申告書に添付する必要

があります。 

① その寄附金の額 

② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

③ その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられるものであ

る旨 

④ その寄附金を受領した法人の名称 

(注)「特定震災指定寄附金」とは、震災関連寄附金のうち、大震災の被災者の救援又は生活再

建の支援を行う活動に必要な資金に充てられる寄附金(認定ＮＰＯ法人(その募集に際し国

税局長の確認を受けたものに限ります。)又は社会福祉法人中央共同募金に対して支出する

ものに限られ、上記１の適用を受けるものを除きます。)をいいます。 

 

【法令等】 

 震災特例規則２、所規 47 の 2③ 

 

平成 23年６月 21日改訂 
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【参考】特定震災指定寄附金（認定ＮＰＯ法人）の受領書の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 税額控除の対象となるものは、認定ＮＰＯ法人で所轄国税局長より確認を受けたものが募

集する東日本大震災による被災者に対する救援活動等に必要な資金に充てるものについて財

務大臣が指定したものになります。 

 なお、公益法人等が募集する東日本大震災により滅失又は損壊したためその利用の継続が

困難である建物等の原状回復のために要する費用に充てるためのものについて財務大臣が指

定した寄附金は、寄附金控除のみの対象となります。 
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16 納税証明書の手数料 

 

問 大震災により財産に相当な損失を受け、その復旧資金の借入れのために使用する納税証明

書の交付手数料は必要ですか。 

 

(答) 

納税証明書の交付請求者が、①災害によりその所有する財産について相当な損失を受け、かつ、

②復旧に必要な資金の借入れのために使用する証明書を請求する場合は、交付手数料の納付は必

要ありません。 

なお、上記の「財産について相当な損失を受けた」ことの確認に当たっては、「被災明細書」や

市町村などが発行する「り災(被災)証明書」により行うこととしていますが、「被災明細書」や「り

災(被災)証明書」の提出が困難な場合は、その状況を税務署が十分お聴きし、その状況を判断し

て納税証明書の交付を行うこととしています。 

 

【法令等】 

 通法 123②、通令 42④ 
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Ⅲ  参考編 

別表１ 地域別・構造別の工事費用表(１㎡当たり) 
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別表２ 家族構成別家財評価額 

別表３ 被害割合表 
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◎被災した住宅、家財等の損失額の計算書 
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◎記載例１（翌年に繰り越す特定雑損失の金額が生じる場合） 

設例 給与所得者ですが、雑損控除の特例を適用し、平成 22 年分の所得で雑損控除の適用を受ける

場合、確定申告書などの書き方はどうなりますか。 

給与収入：7,140,000 円（給与所得：5,226,000円）、源泉徴収税額：169,100円 

一時所得の金額：1,007,000円(課税対象額：503,500円) 

所得控除：2,559,520 円 

東日本大震災による損害金額：22,559,754円、保険金などで補てんされる金額：6,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【確定申告をする場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【更正の請求をする場合】更正の請求書に該当事項を記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎記載例２（平成 22年の所得で雑損控除が控除しきれる場合） 

設例 給与所得者ですが、雑損控除の特例を適用し、平成 22 年分の所得で雑損控除の適用を受ける

場合、確定申告書などの書き方はどうなりますか。 

給与収入：7,140,000 円（給与所得：5,226,000円）、源泉徴収税額：169,100円 

所得控除：2,559,520 円 

東日本大震災による損害金額：1,781,861円、保険金などで補てんされる金額：500,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



◎記載例３（被災事業用資産に係る損失額について、平成 22年分の必要経費に算入し、生じた純

損失の金額を平成 23年以降繰り越す場合） 

設例 青色申告をしている事業者ですが、今回の震災により事業用資産である倉庫が滅失しました。

被災事業用資産の損失について特例を適用し、平成 22 年分の事業所得の金額の計算上、必要経

費に算入する場合、確定申告書などの書き方はどうなりますか。 

事業収入：33,082,400円 、事業所得：△1,406,973円 

被災事業用資産の被災直前の簿価：3,000,000 円 

保険金で補てんされる金額：1,800,000円 

 

平成 22年分の純損失の金額の内訳 

被災純損失金額     ： 3,000,000 － 1,800,000 ＝ 1,200,000円 

  

被災純損失金額以外の金額 ： 1,406,973 － 1,200,000 ＝ 206,973円 

 

 

翌年以後に繰り越す損失額については、「平成 22 年分の所得税の確定申告書（損失申告用）付表

（東日本大震災の被災者の方用）」に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直前の簿価） （補てんされる金額） 被災純損失金額 ⇒ 繰越５年可能 

（純損失の金額） （被災純損失金額） 被災純損失金額以外 ⇒ 繰越３年可能 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 





◎記載例４（平成 22年分の所得で生じた純損失の金額を、平成 21年分に繰戻す場合） 

設例 青色申告をしている事業者ですが、今回の震災により事業用資産である倉庫が滅失しました。

被災事業用資産の損失について特例を適用し、平成 22 年分の事業所得の金額の計算上、必要経

費に算入し、生じた純損失の金額について、平成 21 年分の所得に繰戻して還付請求を行う場合

の繰戻し還付請求書の書き方はどうなりますか。 

   22年分 事業所得の収入金額：33,082,400円 、事業所得の金額：△1,406,973円 

被災事業用資産の被災直前の簿価：3,000,000 円 

保険金で補てんされる金額：1,800,000円 

21年分 課税総所得金額：1,290,000円 

 

○平成 22年分の純損失の金額の内訳 

被災純損失金額     ： 3,000,000 － 1,800,000 ＝ 1,200,000円 

  

 

被災純損失金額以外の金額 ： 1,406,973 － 1,200,000 ＝ 206,973円 

 

 

 

21 年に繰り戻す純損失の金額については、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書

（東日本大震災の被災者の方用）」に記載します。 

 なお、繰戻す純損失の金額のうちに、被災純損失金額と被災純損失金額以外の純損失がある場

合には、被災純損失金額以外の純損失をまず平成 21年分の課税総所得金額から控除します。 

 

 

○平成 21年分に繰り戻す純損失の金額の内訳 

被災純損失金額以外の金額 ： 206,973円 

被災純損失金額     ： 1,290,000 － 206,973 ＝ 1,083,027円 

  

○平成 23年分に繰り越す純損失の金額 

 被災純損失金額    ： 1,200,000 － 1,083,027 ＝ 116,973 円 

 

 

 

  

 

 ※ これらの純損失の繰戻し還付請求書は、確定申告書、修正申告書又は更正の請求書と同時

に提出します。また、繰戻し還付請求書に記載された被災純損失金額等の金額は、翌年以降

の確定申告等の際に必要となりますので、大切に保管してください。 

 

 

（直前の簿価） （補てんされる金額） 被災純損失金額 ⇒ 繰戻 1年可能 

（純損失の金額） （被災純損失金額） 被災純損失金額以外 ⇒ 繰戻１年可能 

 

⇒ 繰越５年可能 

⇒ 繰越３年可能 

前年課税総所得金額 被災純損失金額以外 

被災純損失金額 ⇒ 繰越５年可能 



 

 

 



◎記載例５（被災事業用資産等に係る損失額について、平成 22年分の必要経費に算入し、生じた

純損失の金額を平成 23年以降繰り越す場合：更正の請求） 

設例 青色申告をしている事業者ですが、今回の震災により棚卸資産である商品及び事業用資産であ

る倉庫が滅失しました。被災事業用資産の損失について特例を適用し、平成 22 年分の事業所得

の金額の計算上必要経費に算入した更正の請求を行う場合の更正の請求書の書き方はどうなり

ますか。 

   22年分 事業所得の収入金額：36,542,800円 、事業所得の金額：4,649,127円 

                           （青色申告特別控除 10万円控除後） 

被災事業用資産の被災直前の簿価：3,000,000 円 

保険金で補てんされる金額：800,000円 

棚卸資産震災損失額：4,200,000円 

 

平成 22年分の純損失の金額の内訳 

棚卸資産震災損失額  ： 4,200,000円 

 ※ 棚卸資産損失額を平成 22 年分の必要経費に算入した場合には、平成 23 年分の期首棚卸資産

の金額から控除します。 

   また、棚卸資産損失金額について、保険金等により補てんされる金額がある場合には、平成

22 年分の総収入金額に算入します。 

固定資産震災損失額  ： 3,000,000 －  800,000 ＝ 2,200,000円 

 

被災純損失金額 

     △ 1,650,873 円 

    

  

 

被災純損失金額 ⇒ 繰越５年可能 

（直前の簿価） （補てんされる金額） 
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